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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

別表 別表 

計画相談支援給付費単位数表 計画相談支援給付費単位数表 

１ 計画相談支援費 

イ サービス利用支援費 

⑴ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)       2,014単位 

⑵ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ)       1,914単位 

⑶ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ)       1,822単位 

⑷ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)       1,672単位 

⑸ サービス利用支援費(Ⅰ)            1,572単位 

⑹ （略） 

ロ 継続サービス利用支援費 

⑴ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)     1,761単位 

⑵ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅱ)     1,661単位 

⑶ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅲ)     1,558単位 

⑷ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ)     1,408単位 

⑸ 継続サービス利用支援費(Ⅰ)          1,308単位 

⑹ （略） 

注１ サービス利用支援費は、指定特定相談支援事業者（法第

51条の17第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者

をいう。以下同じ。）が、計画相談支援対象障害者等（同

項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。注１の⑴

を除き、以下同じ。）に対して指定サービス利用支援（同

号に規定する指定サービス利用支援をいう。以下同じ。）

を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲

げる方法により、１月につき所定単位数を算定する。 

⑴ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型サー

ビス利用支援費(Ⅳ)までについては、別にこども家庭庁長

官及び厚生労働大臣が定める基準に適合しているものと

１ 計画相談支援費 

イ サービス利用支援費 

⑴ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)       1,864単位 

⑵ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ)       1,764単位 

⑶ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ)       1,672単位 

⑷ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)       1,622単位 

⑸ サービス利用支援費(Ⅰ)            1,522単位 

⑹ （略） 

ロ 継続サービス利用支援費 

⑴ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)     1,613単位 

⑵ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅱ)     1,513単位 

⑶ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅲ)     1,410単位 

⑷ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ)     1,360単位 

⑸ 継続サービス利用支援費(Ⅰ)          1,260単位 

⑹ （略） 

注１ サービス利用支援費は、指定特定相談支援事業者（法第

51条の17第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者

をいう。以下同じ。）が、計画相談支援対象障害者等（同

項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。注１の⑴

を除き、以下同じ。）に対して指定サービス利用支援（同

号に規定する指定サービス利用支援をいう。以下同じ。）

を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲

げる方法により、１月につき所定単位数を算定する。 

⑴ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型サー

ビス利用支援費(Ⅳ)までについては、別にこども家庭庁長

官及び厚生労働大臣が定める基準に適合しているものと
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して市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所（障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関

する基準（平成24年厚生労働省令第28号。以下「指定基

準」という。）第３条第１項に規定する指定特定相談支

援事業所をいう。以下同じ。）における計画相談支援対

象障害者等の数（同条第２項に規定する計画相談支援対

象障害者等の数をいう。11において同じ。）（前６月の

平均値とし、新規に指定を受けた場合は、推定数とする

。）を当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員（

同条第１項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ

。）の員数（当該指定特定相談支援事業所の相談支援員

（同条第４項に規定する相談支援員をいう。以下同じ。

）については、１人につき相談支援専門員0.5人とみな

して算定する。）（前６月の平均値とし、新規に指定を

受けた場合は、推定数とし、以下「相談支援専門員の平

均員数」という。）で除して得た数（以下「取扱件数」

という。）の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数

を乗じて得た数について算定する。ただし、機能強化型

サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型サービス利用支援

費(Ⅳ)までのいずれかの機能強化型サービス利用支援費を

算定している場合においては、機能強化型サービス利用

支援費(Ⅰ)から機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)までのそ

の他の機能強化型サービス利用支援費は算定しない。 

して市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所（障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関

する基準（平成24年厚生労働省令第28号。以下「指定基

準」という。）第３条第１項に規定する指定特定相談支

援事業所をいう。以下同じ。）における計画相談支援対

象障害者等の数（同条第２項に規定する計画相談支援対

象障害者等の数をいう。11において同じ。）を当該指定

特定相談支援事業所の相談支援専門員（同条第１項に規

定する相談支援専門員をいう。以下同じ。）の員数（前

６月の平均値とし、新規に指定を受けた場合は、推定数

とし、以下「相談支援専門員の平均員数」という。）で

除して得た数（以下「取扱件数」という。）の40未満の

部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数につい

て算定する。ただし、機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)

から機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)までのいずれかの

機能強化型サービス利用支援費を算定している場合にお

いては、機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化

型サービス利用支援費(Ⅳ)までのその他の機能強化型サー

ビス利用支援費は算定しない。 

⑵・⑶ （略） ⑵・⑶ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定特定相談支援事業者が、指定基準第15条第２項第７

号（同条第３項第３号において準用する場合を含む。）、

第10号、第11号若しくは第12号から第14号まで（同条第３

項第３号において準用する場合を含む。）又は同条第３項

第２号に定める基準を満たさないで指定計画相談支援を行

３ 指定特定相談支援事業者が、指定基準第15条第２項第６

号（同条第３項第３号において準用する場合を含む。）、

第９号、第10号若しくは第11号から第13号まで（同条第３

項第３号において準用する場合を含む。）又は同条第３項

第２号に定める基準を満たさないで指定計画相談支援を行
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った場合には、所定単位数を算定しない。 った場合には、所定単位数を算定しない。 

４・５ （略） ４・５ （略） 

６ 相談支援専門員又は相談支援員が、計画相談支援対象障

害者等であって、介護保険法（平成９年法律第123号）第

７条第１項に規定する要介護状態区分（以下「要介護状態

区分」という。）が要介護１又は要介護２のものに対して

、同法第46条第１項に規定する指定居宅介護支援（以下「

指定居宅介護支援」という。）と一体的に指定サービス利

用支援又は指定継続サービス利用支援を行った場合に、居

宅介護支援費重複減算(Ⅰ)として、次に掲げる区分に応じ、

１月につきそれぞれ次に掲げる単位を所定単位数から減算

する。 

⑴ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)      582単位 

⑵ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ)      582単位 

⑶ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ)      582単位 

⑷ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)      582単位 

⑸ サービス利用支援費(Ⅰ)           582単位 

⑹ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)    633単位 

⑺ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅱ)    633単位 

⑻ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅲ)    633単位 

⑼ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ)    633単位 

⑽ 継続サービス利用支援費(Ⅰ)         633単位 

６ 相談支援専門員が、計画相談支援対象障害者等であって

、介護保険法（平成９年法律第123号）第７条第１項に規

定する要介護状態区分（以下「要介護状態区分」という。

）が要介護１又は要介護２のものに対して、同法第46条第

１項に規定する指定居宅介護支援（以下「指定居宅介護支

援」という。）と一体的に指定サービス利用支援又は指定

継続サービス利用支援を行った場合に、居宅介護支援費重

複減算(Ⅰ)として、次に掲げる区分に応じ、１月につきそれ

ぞれ次に掲げる単位を所定単位数から減算する。 

 

⑴ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)      572単位 

⑵ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ)      572単位 

⑶ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ)      572単位 

⑷ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)      572単位 

⑸ サービス利用支援費(Ⅰ)           572単位 

⑹ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)    623単位 

⑺ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅱ)    623単位 

⑻ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅲ)    623単位 

⑼ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ)    623単位 

⑽ 継続サービス利用支援費(Ⅰ)         623単位 

７ 相談支援専門員又は相談支援員が、計画相談支援対象障

害者等であって、要介護状態区分が要介護３、要介護４又

は要介護５のものに対して、指定居宅介護支援と一体的に

指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援を行

った場合に、居宅介護支援費重複減算(Ⅱ)として、次に掲げ

る区分に応じ、１月につきそれぞれ次に掲げる単位を所定

単位数から減算する。 

⑴ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)      894単位 

⑵ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ)      894単位 

７ 相談支援専門員が、計画相談支援対象障害者等であって

、要介護状態区分が要介護３、要介護４又は要介護５のも

のに対して、指定居宅介護支援と一体的に指定サービス利

用支援又は指定継続サービス利用支援を行った場合に、居

宅介護支援費重複減算(Ⅱ)として、次に掲げる区分に応じ、

１月につきそれぞれ次に掲げる単位を所定単位数から減算

する。 

⑴ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)      881単位 

⑵ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ)      881単位 
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⑶ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ)      894単位 

⑷ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)      894単位 

⑸ サービス利用支援費(Ⅰ)           894単位 

⑹ サービス利用支援費(Ⅱ)           54単位 

⑺ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)    945単位 

⑻ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅱ)    945単位 

⑼ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅲ)    945単位 

⑽ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ)    945単位 

⑾ 継続サービス利用支援費(Ⅰ)         945単位 

⑿ 継続サービス利用支援費(Ⅱ)         243単位 

⑶ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ)      881単位 

⑷ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)      881単位 

⑸ サービス利用支援費(Ⅰ)           881単位 

⑹ サービス利用支援費(Ⅱ)           92単位 

⑺ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)    932単位 

⑻ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅱ)    932単位 

⑼ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅲ)    932単位 

⑽ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ)    932単位 

⑾ 継続サービス利用支援費(Ⅰ)         932単位 

⑿ 継続サービス利用支援費(Ⅱ)         278単位 

８ 相談支援専門員又は相談支援員が、計画相談支援対象障

害者等であって、かつ、介護保険法第７条第２項に規定す

る要支援状態区分が要支援１又は要支援２のものに対して

、同法第58条第１項に規定する指定介護予防支援（以下「

指定介護予防支援」という。）と一体的に指定継続サービ

ス利用支援を行い、継続サービス利用支援費（継続サービ

ス利用支援費(Ⅱ)を除く。）を算定した場合に、介護予防支

援費重複減算として、１月につき20単位を所定単位数から

減算する。 

８ 相談支援専門員が、計画相談支援対象障害者等であって

、かつ、介護保険法第７条第２項に規定する要支援状態区

分が要支援１又は要支援２のものに対して、同法第58条第

１項に規定する指定介護予防支援（以下「指定介護予防支

援」という。）と一体的に指定継続サービス利用支援を行

い、継続サービス利用支援費（継続サービス利用支援費(Ⅱ)

を除く。）を算定した場合に、介護予防支援費重複減算と

して、１月につき16単位を所定単位数から減算する。 

９ 法第76条の３第１項の規定に基づく情報公表対象サービ

ス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の

100分の５に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

10 指定基準第20条の２に規定する基準を満たしていない場

合は、所定単位数の100分の１に相当する単位数を所定単

位数から減算する。 

（新設） 

11 指定基準第28条の２に規定する基準を満たしていない場

合は、所定単位数の100分の１に相当する単位数を所定単

位数から減算する。 

（新設） 

12 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域（

以下「特別地域」という。）に居住している利用者に対し

て、指定計画相談支援を行った場合（注３及び注４に定め

９ 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域に

居住している利用者に対して、指定計画相談支援を行った

場合（注３及び注４に定める場合を除く。）に、特別地域

-5-



る場合を除く。）に、特別地域加算として、１回につき所

定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加

算する。 

加算として、１回につき所定単位数の100分の15に相当す

る単位数を所定単位数に加算する。 

13 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に

適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談

支援事業所において、イの⑴の機能強化型サービス利用支

援費(Ⅰ)若しくは⑵の機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ)又は

ロの⑴の機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)若しくは⑵

の機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅱ)を算定する場合に

、地域生活支援拠点等機能強化加算として、所定単位数に

500単位を加算する。ただし、拠点コーディネーター（障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律に基づく指定計画相談支援に要する額の算定に関する基

準に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基

準（平成27年厚生労働省告示第180号）第２号のイの⑶に

規定する拠点コーディネーターをいう。）１人につき、当

該指定特定相談支援事業所並びに当該指定特定相談支援事

業所と相互に連携して運営される指定自立生活援助事業者

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設

備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第171号

。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。）第206

条の14に規定する指定自立生活援助事業者をいう。以下同

じ。）、指定地域移行支援事業者（障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域

相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成24年厚

生労働省令第27号。以下「指定地域相談支援基準」という

。）第２条第３項に規定する指定地域移行支援事業者をい

う。）及び指定地域定着支援事業者（指定地域相談支援基

準第39条第３項に規定する指定地域定着支援事業者をいう

。以下同じ。）の事業所の単位において、１月につき100

（新設） 
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回を限度とする。 

２ （略） ２ （略） 

３ 初回加算                     300単位 

注１ （略） 

３ 初回加算                     300単位 

注１ （略） 

２ 初回加算を算定する指定特定相談支援事業者において、指

定計画相談支援の利用に係る契約をした日からサービス等利

用計画案（法第５条第22項に規定するサービス等利用計画案

をいう。）を計画相談支援対象障害者等に交付した日までの

期間が３月を超える場合であって、当該指定計画相談支援の

利用に係る契約をした日から３月を経過する日以後に、月に

２回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し

、又はテレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ

電話装置等」という。）を活用して、当該計画相談支援対象

障害者等及びその家族に面接した場合（月に１回以上居宅等

の訪問により面接を行う場合に限る。）は、所定単位数に

300単位に当該面接をした月の数（３を限度とする。）を乗

じて得た単位数を加算する。 

２ 初回加算を算定する指定特定相談支援事業者において、指

定計画相談支援の利用に係る契約をした日からサービス等利

用計画案（法第５条第22項に規定するサービス等利用計画案

をいう。）を計画相談支援対象障害者等に交付した日までの

期間が３月を超える場合であって、当該指定計画相談支援の

利用に係る契約をした日から３月を経過する日以後に、月に

２回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し

、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接した場

合は、所定単位数に300単位に当該面接をした月の数（３を

限度とする。）を乗じて得た単位数を加算する。 

４ 主任相談支援専門員配置加算 

注１ 専ら指定計画相談支援の提供に当たる常勤の相談支援専門

員を１名以上配置し、かつ、そのうち１名以上が別にこども

家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者（以下「主任相談支

援専門員」という。）であるものとして市町村長に届け出た

指定特定相談支援事業所において、当該主任相談支援専門員

が、当該指定特定相談支援事業所等の従業者に対し、別にこ

ども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に従い、その

資質の向上のための研修を実施した場合に、次に掲げる区分

に応じ、１月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲

げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲

げるその他の加算は算定しない。 

イ 主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)        300単位 

ロ 主任相談支援専門員配置加算(Ⅱ)        100単位 

４ 主任相談支援専門員配置加算            100単位 

注 専ら指定計画相談支援の提供に当たる常勤の相談支援専門員

を１名以上配置し、かつ、そのうち１名以上が別にこども家庭

庁長官及び厚生労働大臣が定める者（以下「主任相談支援専門

員」という。）であるものとして市町村長に届け出た指定特定

相談支援事業所において、当該主任相談支援専門員が、当該指

定特定相談支援事業所等の従業者に対し、その資質の向上のた

めの研修を実施した場合に、１月につき所定単位数を加算する

。 

 

 

 

（新設） 

（新設） 
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２ 主任相談支援専門員は、指定自立生活援助（指定障害福祉

サービス等基準第206条の13に規定する指定自立生活援助を

いう。以下同じ。）、指定地域移行支援（指定地域相談支援

基準第１条第11号に規定する指定地域移行支援をいう。）、

指定地域定着支援（指定地域相談支援基準第１条第12号に規

定する指定地域定着支援をいう。以下同じ。）及び指定障害

児相談支援（児童福祉法（昭和22年法律第164号）第24条の

26第２項に規定する指定障害児相談支援をいう。）その他の

これに類する職務に従事することができる。 

（新設） 

５ 入院時情報連携加算 

注 計画相談支援対象障害者等が医療法（昭和23年法律第205号

）第１条の５第１項に規定する病院又は同条第２項に規定する

診療所（以下「病院等」という。）に入院するに当たり、別に

こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に従い、当該

病院等の職員に対して、当該計画相談支援対象障害者等の心身

の状況、生活環境等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必

要な情報を提供した場合は、次に掲げる区分に応じ、計画相談

支援対象障害者等１人につき１月に１回を限度としてそれぞれ

次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ

るいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げる

その他の加算は算定しない。 

イ 入院時情報連携加算(Ⅰ)             300単位 

ロ 入院時情報連携加算(Ⅱ)             150単位 

５ 入院時情報連携加算 

注 計画相談支援対象障害者等が医療法（昭和23年法律第205号

）第１条の５第１項に規定する病院又は同条第２項に規定する

診療所（以下「病院等」という。）に入院するに当たり、別に

こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に従い、当該

病院等の職員に対して、当該計画相談支援対象障害者等の心身

の状況や生活環境等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必

要な情報を提供した場合は、次に掲げる区分に応じ、計画相談

支援対象障害者等１人につき１月に１回を限度としてそれぞれ

次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ

る加算のいずれかの加算を算定している場合においては、当該

加算以外の次に掲げる加算は算定しない。 

イ 入院時情報連携加算(Ⅰ)             200単位 

ロ 入院時情報連携加算(Ⅱ)             100単位 

６ 退院・退所加算                  300単位 

注 障害者支援施設、のぞみの園（法第５条第１項に規定するの

ぞみの園をいう。）、児童福祉法第７条第１項に規定する児童

福祉施設（乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児

入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。）

、生活保護法（昭和25年法律第144号）第38条第２項に規定す

る救護施設若しくは同条第３項に規定する更生施設（以下「障

害者支援施設等」という。）に入所していた計画相談支援対象

６ 退院・退所加算                  200単位 

注 障害者支援施設、のぞみの園（法第５条第１項に規定するの

ぞみの園をいう。）、児童福祉法第７条第１項に規定する児童

福祉施設（乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児

入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。）

、生活保護法（昭和25年法律第144号）第38条第２項に規定す

る救護施設若しくは同条第３項に規定する更生施設に入所して

いた計画相談支援対象障害者等、病院等に入院していた計画相
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障害者等、病院等に入院していた計画相談支援対象障害者等、

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律（平成17年法

律第50号）第３条に規定する刑事施設、少年院法（平成26年法

律第58号）第３条に規定する少年院若しくは更生保護事業法（

平成７年法律第86号）第２条第７項に規定する更生保護施設（

以下「刑事施設等」という。）に収容されていた計画相談支援

対象障害者等又は法務省設置法（平成11年法律第93号）第15条

に規定する保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設若し

くは更生保護法（平成19年法律第88号）第62条第３項若しくは

第85条第３項の規定による委託を受けた者が当該委託に係る同

法第62条第２項の救護若しくは同法第85条第１項の更生緊急保

護として利用させる宿泊施設（更生保護施設を除く。以下「宿

泊施設等」という。）に宿泊していた計画相談支援対象障害者

等が退院、退所等をし、障害福祉サービス又は地域相談支援（

以下「障害福祉サービス等」という。）を利用する場合におい

て、当該計画相談支援対象障害者等の退院、退所等に当たって

、当該施設の職員と面談を行い、当該計画相談支援対象障害者

等に関する必要な情報の提供を受けた上で、サービス等利用計

画を作成し、障害福祉サービス等の利用に関する調整を行った

場合（同一の計画相談支援対象障害者等について、当該障害福

祉サービス等の利用開始月に調整を行う場合に限る。）には、

入所、入院、収容又は宿泊の期間中につき３回を限度として所

定単位数を加算する（３の初回加算を算定する場合を除く。）

。 

談支援対象障害者等、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関

する法律（平成17年法律第50号）第３条に規定する刑事施設、

少年院法（平成26年法律第58号）第３条に規定する少年院若し

くは更生保護事業法（平成７年法律第86号）第２条第７項に規

定する更生保護施設に収容されていた計画相談支援対象障害者

等又は法務省設置法（平成11年法律第93号）第15条に規定する

保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設若しくは更生保

護法（平成19年法律第88号）第62条第３項若しくは第85条第３

項の規定による委託を受けた者が当該委託に係る同法第62条第

２項の救護若しくは同法第85条第１項の更生緊急保護として利

用させる宿泊施設（更生保護施設を除く。）に宿泊していた計

画相談支援対象障害者等が退院、退所等をし、障害福祉サービ

ス又は地域相談支援（以下「障害福祉サービス等」という。）

を利用する場合において、当該計画相談支援対象障害者等の退

院、退所等に当たって、当該施設の職員と面談を行い、当該計

画相談支援対象障害者等に関する必要な情報の提供を受けた上

で、サービス等利用計画を作成し、障害福祉サービス等の利用

に関する調整を行った場合（同一の計画相談支援対象障害者等

について、当該障害福祉サービス等の利用開始月に調整を行う

場合に限る。）には、入所、入院、収容又は宿泊の期間中につ

き３回を限度として所定単位数を加算する（３の初回加算を算

定する場合を除く。）。 

７ 居宅介護支援事業所等連携加算 

注 指定特定相談支援事業者が、計画相談支援対象障害者等が障

害福祉サービス等を利用している期間において、次の⑴から⑹

までのいずれかに該当する場合に、１月につきそれぞれ⑴から

⑹までに掲げる単位数のうち該当した場合のもの（⑴から⑹ま

でに掲げる場合のそれぞれについて２回を限度とする。）を合

算した単位数を加算する。また、計画相談支援対象障害者等が

７ 居宅介護支援事業所等連携加算 

注 指定特定相談支援事業者が、計画相談支援対象障害者等が障

害福祉サービス等を利用している期間において、次の⑴から⑹

までのいずれかに該当する場合に、１月につきそれぞれ⑴から

⑹までに掲げる単位数のうち該当した場合のもの（⑴から⑹ま

でに掲げる場合のそれぞれについて２回を限度とする。）を合

算した単位数を加算する。また、計画相談支援対象障害者等が
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障害福祉サービス等の利用を終了した日から起算して６月以内

において、次の⑴から⑹までのいずれかに該当する場合に、１

月につきそれぞれ⑴から⑹までに掲げる単位数のうち該当した

場合のものを合算した単位数を加算する。 

⑴ 計画相談支援対象障害者等が指定居宅介護支援又は指定介

護予防支援（以下「指定居宅介護支援等」という。）の利用

を開始するに当たり、当該指定居宅介護支援等を提供する指

定居宅介護支援事業所（指定居宅介護支援等の事業の人員及

び運営に関する基準（平成11年厚生省令第38号）第２条第１

項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。）又は指定介

護予防支援事業所（指定介護予防支援等の事業の人員及び運

営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第37号）

第３条第１項に規定する指定介護予防支援事業所をいう。）

（以下「指定居宅介護支援事業所等」といい、当該計画相談

支援対象障害者等が利用する指定特定相談支援事業所と一体

的に運営している場合を除く。）に対して、当該計画相談支

援対象障害者等の心身の状況等の当該計画相談支援対象障害

者等に係る必要な情報を提供し、当該指定居宅介護支援事業

所等における居宅サービス計画（介護保険法第８条第24項に

規定する居宅サービス計画をいう。）又は介護予防サービス

計画（同法第８条の２第16項に規定する介護予防サービス計

画をいう。）の作成等に協力する場合       150単位 

⑵ 計画相談支援対象障害者等が指定居宅介護支援等の利用を

開始するに当たり、月に２回以上、当該計画相談支援対象障

害者等の居宅等を訪問し、又はテレビ電話装置等を活用して

、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接する場

合（月に１回以上居宅等の訪問により面接を行う場合に限り

、１のイ又はロを算定する月を除く。）      300単位 

⑶ （略） 

⑷ 計画相談支援対象障害者等が通常の事業所に新たに雇用さ

障害福祉サービス等の利用を終了した日から起算して６月以内

において、次の⑴から⑹までのいずれかに該当する場合に、１

月につきそれぞれ⑴から⑹までに掲げる単位数のうち該当した

場合のものを合算した単位数を加算する。 

⑴ 計画相談支援対象障害者等が指定居宅介護支援又は指定介

護予防支援（以下「指定居宅介護支援等」という。）の利用

を開始するに当たり、当該指定居宅介護支援等を提供する指

定居宅介護支援事業所（指定居宅介護支援等の事業の人員及

び運営に関する基準（平成11年厚生省令第38号）第２条第１

項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。）又は指定介

護予防支援事業所（指定介護予防支援等の事業の人員及び運

営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第37号）

第２条に規定する指定介護予防支援事業所をいう。）（以下

「指定居宅介護支援事業所等」といい、当該計画相談支援対

象障害者等が利用する指定特定相談支援事業所と一体的に運

営している場合を除く。）に対して、当該計画相談支援対象

障害者等の心身の状況等の当該計画相談支援対象障害者等に

係る必要な情報を提供し、当該指定居宅介護支援事業所等に

おける居宅サービス計画（介護保険法第８条第24項に規定す

る居宅サービス計画をいう。）又は介護予防サービス計画（

同法第８条の２第16項に規定する介護予防サービス計画をい

う。）の作成等に協力する場合          100単位 

⑵ 計画相談支援対象障害者等が指定居宅介護支援等の利用を

開始するに当たり、月に２回以上、当該計画相談支援対象障

害者等の居宅等を訪問し、当該計画相談支援対象障害者等及

びその家族に面接する場合（１のイ又はロを算定する月を除

く。） 

                         300単位 

⑶ （略） 

⑷ 計画相談支援対象障害者等が通常の事業所に新たに雇用さ
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れ、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第

123号）第27条第２項に規定する障害者就業・生活支援セン

ター又は当該通常の事業所の事業主等（以下この注において

「障害者就業・生活支援センター等」という。）による支援

を受けるに当たり、当該障害者就業・生活支援センター等に

対して、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況等の当

該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供し、当

該障害者就業・生活支援センター等における当該計画相談支

援対象障害者等の支援内容の検討に協力する場合 

                         150単位 

⑸ 計画相談支援対象障害者等が通常の事業所に新たに雇用さ

れるに当たり、月に２回以上、当該計画相談支援対象障害者

等の居宅等を訪問し、又はテレビ電話装置等を活用して、当

該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接する場合（

月に１回以上居宅等の訪問により面接を行う場合に限り、１

のイ又はロを算定する月を除く。）        300単位 

⑹ （略） 

れ、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第

123号）第27条第２項に規定する障害者就業・生活支援セン

ター又は当該通常の事業所の事業主等（以下この注において

「障害者就業・生活支援センター等」という。）による支援

を受けるに当たり、当該障害者就業・生活支援センター等に

対して、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況等の当

該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供し、当

該障害者就業・生活支援センター等における当該計画相談支

援対象障害者等の支援内容の検討に協力する場合 

                         100単位 

⑸ 計画相談支援対象障害者等が通常の事業所に新たに雇用さ

れるに当たり、月に２回以上、当該計画相談支援対象障害者

等の居宅等を訪問し、当該計画相談支援対象障害者等及びそ

の家族に面接する場合（１のイ又はロを算定する月を除く。

） 

                         300単位 

⑹ （略） 

８ 医療・保育・教育機関等連携加算 

注１ 指定特定相談支援事業者が、次の⑴から⑶までに該当する

場合に、１月にそれぞれ⑴から⑶までに掲げる単位数を加算

する。 

⑴ 指定基準第２条第３項に規定する福祉サービス等を提供

する機関（以下「福祉サービス等提供機関」という。）（

障害福祉サービス等を行う者を除く。⑶、注２及び10の注

において同じ。）の職員等と面談又は会議を行い、計画相

談支援対象障害者等に関する必要な情報の提供を受けた上

で、指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援

を行った場合（計画相談支援対象障害者等１人につき１月

に１回を限度とし、３の初回加算を算定する場合及び６の

退院・退所加算を算定する場合であって、退院、退所等を

する施設の職員のみから情報の提供を受けているときを除

８ 医療・保育・教育機関等連携加算          100単位 

注 指定基準第２条第３項に規定する福祉サービス等（障害福祉

サービス及び地域相談支援を除く。）を提供する機関の職員等

と面談を行い、計画相談支援対象障害者等に関する必要な情報

の提供を受けた上で、サービス等利用計画を作成した場合に、

計画相談支援対象障害者等１人につき１月に１回を限度として

所定単位数を加算する（３の初回加算を算定する場合及び６の

退院・退所加算を算定する場合であって、退院、退所等をする

施設の職員のみから情報の提供を受けている場合を除く。）。 
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く。） 次の㈠又は㈡に掲げる場合に応じ、それぞれ㈠又

は㈡に掲げる単位数 

㈠ 指定サービス利用支援を行った場合     200単位 

㈡ 指定継続サービス利用支援を行った場合   300単位 

⑵ 計画相談支援対象障害者等が病院等に通院するに当たり

、当該病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、当該

計画相談支援対象障害者等の心身の状況、生活環境等の当

該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供した

場合（１月に３回を限度とし、同一の病院等については１

月に１回を限度とする。）（１のイ又はロを算定する場合

に限る。） 

                        300単位 

⑶ 福祉サービス等提供機関からの求めに応じて、福祉サー

ビス等提供機関に対して計画相談支援対象障害者等に関す

る必要な情報を提供した場合（１のイ又はロを算定する場

合に限る。）                 150単位 

２ 注１の⑶については、次の⑴又は⑵に掲げる福祉サービス

等提供機関ごとに、それぞれ計画相談支援対象障害者等１人

につき１月に１回を限度とする。 

⑴ 病院等及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律施行規則（平成18年厚生労働省令第19号

）第57条第３項に規定する訪問看護ステーション等（以下

「訪問看護ステーション等」という。） 

⑵ 福祉サービス等提供機関（病院等及び訪問看護ステーシ

ョン等を除く。） 

（新設） 

９ 集中支援加算 

注１ 指定特定相談支援事業者が、次の⑴から⑸までに該当する

場合に、１月にそれぞれ⑴から⑸までに掲げる単位数を加算

する。ただし、⑴から⑶までについては、計画相談支援対象

障害者等１人につき１月に１回を限度とする。 

⑴ 障害福祉サービス等の利用に関して、計画相談支援対象

９ 集中支援加算 

注 指定特定相談支援事業者が、次の⑴から⑶までのいずれかに

該当する場合に、計画相談支援対象障害者等１人につき１月に

１回を限度としてそれぞれ300単位を加算する。 

 

⑴ 障害福祉サービス等の利用に関して、計画相談支援対象障
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障害者等又は市町村等の求めに応じ、月に２回以上、当該

計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、又はテレビ

電話装置等を活用して、当該計画相談支援対象障害者等及

びその家族に面接する場合（月に１回以上居宅等の訪問に

より面接を行う場合に限り、１のイ又はロを算定する月を

除く。）                   300単位 

⑵ サービス担当者会議（指定基準第15条第２項第12号に規

定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。）を開催し

、相談支援専門員又は相談支援員が把握したサービス等利

用計画の実施状況（計画相談支援対象障害者等についての

継続的な評価を含む。）について説明を行うとともに、担

当者（同号に規定する担当者をいう。10の注において同じ

。）に対して、専門的な見地からの意見を求め、サービス

等利用計画の変更その他必要な便宜の供与について検討を

行う場合（１のイ又はロを算定する月を除く。） 

                        300単位 

⑶ 福祉サービス等提供機関の求めに応じ、当該福祉サービ

ス等提供機関が開催する会議に参加し、計画相談支援対象

障害者等の障害福祉サービス等の利用について、関係機関

相互の連絡調整を行った場合（１のイ若しくはロ、５のイ

又は６を算定する月を除く。）         300単位 

害者等又は市町村等の求めに応じ、月に２回以上、当該計画

相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、当該計画相談支援

対象障害者等及びその家族に面接する場合（１のイ又はロを

算定する月を除く。） 

 

 

⑵ サービス担当者会議（指定基準第15条第２項第11号に規定

するサービス担当者会議をいう。以下同じ。）を開催し、相

談支援専門員が把握したサービス等利用計画の実施状況（計

画相談支援対象障害者等についての継続的な評価を含む。）

について説明を行うとともに、同号に規定する担当者に対し

て、専門的な見地からの意見を求め、サービス等利用計画の

変更その他必要な便宜の提供について検討を行う場合（１の

イ又はロを算定する月を除く。） 

 

 

⑶ 福祉サービス等を提供する機関等（以下この⑶において「

関係機関」という。）の求めに応じ、当該関係機関が開催す

る会議に参加し、計画相談支援対象障害者等の障害福祉サー

ビス等の利用について、関係機関相互の連絡調整を行った場

合（１のイ若しくはロ、５のイ又は６を算定する月を除く。

） 

⑷ 計画相談支援対象障害者等が病院等に通院するに当たり

、当該病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、当該

計画相談支援対象障害者等の心身の状況、生活環境等の当

該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供した

場合（１月に３回を限度とし、同一の病院等については１

月に１回を限度とする。）（１のイ又はロを算定する月を

除く。）                   300単位 

（新設） 

 

⑸ 福祉サービス等提供機関からの求めに応じて、当該福祉

サービス等提供機関に対して計画相談支援対象障害者等に

（新設） 
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関する必要な情報の提供を行った場合（１のイ又はロを算

定する月を除く。）              150単位 

２ 注１の⑸については、次の⑴又は⑵に掲げる福祉サービス

等提供機関ごとに、それぞれ計画相談支援対象障害者等１人

につき１月に１回を限度とする。 

⑴ 病院等及び訪問看護ステーション等 

⑵ 福祉サービス等提供機関（病院等及び訪問看護ステーシ

ョン等を除く。） 

（新設） 

 

10 サービス担当者会議実施加算            100単位 

注 指定継続サービス利用支援を行うに当たり、サービス担当者

会議を開催し、相談支援専門員又は相談支援員が把握したサー

ビス等利用計画の実施状況（計画相談支援対象障害者等につい

ての継続的な評価を含む。）について説明を行うとともに、担

当者に対して、専門的な見地からの意見を求め、サービス等利

用計画の変更その他必要な便宜の供与について検討を行った場

合に、計画相談支援対象障害者等１人につき１月に１回を限度

として所定単位数を加算する。ただし、８の医療・保育・教育

機関等連携加算を算定する場合であって、福祉サービス等提供

機関の職員等と面談又は会議を行い、計画相談支援対象障害者

等に関する必要な情報の提供を受けているときは、算定しない

。 

10 サービス担当者会議実施加算            100単位 

注 指定継続サービス利用支援を行うに当たり、サービス担当者

会議を開催し、相談支援専門員が把握したサービス等利用計画

の実施状況（計画相談支援対象障害者等についての継続的な評

価を含む。）について説明を行うとともに、同号に規定する担

当者に対して、専門的な見地からの意見を求め、サービス等利

用計画の変更その他必要な便宜の提供について検討を行った場

合に、計画相談支援対象障害者等１人につき１月に１回を限度

として所定単位数を加算する。 

11 サービス提供時モニタリング加算          100単位 

注 指定特定相談支援事業所が、当該指定特定相談支援事業所が

サービス等利用計画を作成した計画相談支援対象障害者等が利

用する障害福祉サービス等の提供現場を訪問し（障害福祉サー

ビス等の提供現場が特別地域に所在し、かつ、指定特定相談支

援事業所との間に一定の距離がある場合にあっては、当該障害

福祉サービス等の提供現場を訪問し、又はテレビ電話装置等を

活用して）、障害福祉サービス等の提供状況等を確認し、及び

記録した場合に、計画相談支援対象障害者等１人につき１月に

１回を限度として所定単位数を加算する。ただし、相談支援専

11 サービス提供時モニタリング加算          100単位 

注 指定特定相談支援事業所が、当該指定特定相談支援事業所が

サービス等利用計画を作成した計画相談支援対象障害者等が利

用する障害福祉サービス等の提供現場を訪問することにより、

障害福祉サービス等の提供状況等を確認し、及び記録した場合

に、計画相談支援対象障害者等１人につき１月に１回を限度と

して所定単位数を加算する。ただし、相談支援専門員１人当た

りの計画相談支援対象障害者等の数が39を超える場合には、39

を超える数については、算定しない。 
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門員１人当たりの計画相談支援対象障害者等の数が39を超える

場合には、39を超える数については、算定しない。この場合に

おいて、当該指定特定相談支援事業所の相談支援員については

、１人につき相談支援専門員0.5人とみなして算定する。 

12 行動障害支援体制加算 

注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合

しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業

所は、次に掲げる区分に応じ、１月につき所定単位数を加算す

る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に

あっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

イ 行動障害支援体制加算(Ⅰ)            60単位 

ロ 行動障害支援体制加算(Ⅱ)            30単位 

12 行動障害支援体制加算               35単位 

注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合

しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業

所は、１月につき所定単位数を加算する。 

 

 

（新設） 

（新設） 

13 要医療児者支援体制加算 

注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合

しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業

所は、次に掲げる区分に応じ、１月につき所定単位数を加算す

る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に

あっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

イ 要医療児者支援体制加算(Ⅰ)           60単位 

ロ 要医療児者支援体制加算(Ⅱ)           30単位 

13 要医療児者支援体制加算              35単位 

注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合

しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業

所は、１月につき所定単位数を加算する。 

 

 

（新設） 

（新設） 

14 精神障害者支援体制加算 

注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合

しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業

所は、次に掲げる区分に応じ、１月につき所定単位数を加算す

る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に

あっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

イ 精神障害者支援体制加算(Ⅰ)           60単位 

ロ 精神障害者支援体制加算(Ⅱ)           30単位 

14 精神障害者支援体制加算              35単位 

注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合

しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業

所は、１月につき所定単位数を加算する。 

 

 

（新設） 

（新設） 

14の２ 高次脳機能障害支援体制加算 

注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合

しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業

（新設） 
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所は、次に掲げる区分に応じ、１月につき所定単位数を加算す

る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に

あっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

イ 高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)         60単位 

ロ 高次脳機能障害支援体制加算(Ⅱ)         30単位 

15 （略） 15 （略） 

16 地域生活支援拠点等相談強化加算          700単位 

注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合

するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所が

、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援

が必要な事態が生じた者（以下この注において「要支援者」と

いう。）が指定短期入所（指定障害福祉サービス等基準第114

条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。）を利用する場

合において、指定短期入所事業者（指定障害福祉サービス等基

準第118条第１項に規定する指定短期入所事業者をいう。）に

対して当該要支援者に関する必要な情報の提供及び当該指定短

期入所の利用に関する調整（現に当該要支援者が指定短期入所

を利用していない場合にあっては、サービス等利用計画の作成

又は変更を含む。）を行った場合には、当該要支援者１人につ

き１月に４回を限度として所定単位数を加算する（当該指定特

定相談支援事業者が指定自立生活援助事業者又は指定地域定着

支援事業者の指定を併せて受け、かつ、指定計画相談支援の事

業と指定自立生活援助又は指定地域定着支援の事業とを同一の

事業所において一体的に運営している場合であって、当該指定

自立生活援助事業者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基

準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準

（平成18年厚生労働省告示第523号）別表介護給付費等単位数

表第14の３の６の緊急時支援加算を算定する場合又は当該指定

地域定着支援事業者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用

16 地域生活支援拠点等相談強化加算          700単位 

注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合

するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所が

、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援

が必要な事態が生じた者（以下この注において「要支援者」と

いう。）が指定短期入所（障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事

業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省

令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。）

第114条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。）を利用

する場合において、指定短期入所事業者（指定障害福祉サービ

ス等基準第118条第１項に規定する指定短期入所事業者をいう

。）に対して当該要支援者に関する必要な情報の提供及び当該

指定短期入所の利用に関する調整（現に当該要支援者が指定短

期入所を利用していない場合にあっては、サービス等利用計画

の作成又は変更を含む。）を行った場合には、当該要支援者１

人につき１月に４回を限度として所定単位数を加算する（当該

指定特定相談支援事業者が指定地域定着支援事業者（障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成24

年厚生労働省令第27号。以下「指定地域相談支援基準」という

。）第39条第３項に規定する指定地域定着支援事業者をいう。

以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定計画相談支援の

事業と指定地域定着支援（指定地域相談支援基準第１条第12号

に規定する指定地域定着支援をいう。）の事業とを同一の事業
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の額の算定に関する基準（平成24年厚生労働省告示第124号）

別表の第２の１の地域定着支援サービス費を算定する場合を除

く。）。 

所において一体的に運営している場合であって、当該指定地域

定着支援事業者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額

の算定に関する基準（平成24年厚生労働省告示第124号）別表

の第２の１の地域定着支援サービス費を算定する場合を除く。

）。 

17 地域体制強化共同支援加算            2,000単位 

注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合

するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所の

相談支援専門員又は相談支援員が、計画相談支援対象障害者等

の同意を得て、当該計画相談支援対象障害者等に対して、当該

計画相談支援対象障害者等に指定基準第２条第３項に規定する

福祉サービス等を提供する事業者のうちいずれか３者以上と共

同して、在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、協

議会（法第89条の３第１項に規定する協議会をいう。）に対し

、文書により当該説明及び指導の内容等を報告した場合に、当

該計画相談支援対象障害者等に対して指定サービス利用支援を

行っている指定特定相談支援事業所において、当該計画相談支

援対象障害者等１人につき１月に１回を限度として所定単位数

を加算する。 

17 地域体制強化共同支援加算            2,000単位 

注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合

するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所の

相談支援専門員が、計画相談支援対象障害者等の同意を得て、

当該計画相談支援対象障害者等に対して、当該計画相談支援対

象障害者等に指定基準第２条第３項に規定する福祉サービス等

を提供する事業者のうちいずれか３者以上と共同して、在宅で

の療養上必要な説明及び指導を行った上で、協議会（法第89条

の３第１項に規定する協議会をいう。）に対し、文書により当

該説明及び指導の内容等を報告した場合に、当該計画相談支援

対象障害者等に対して指定サービス利用支援を行っている指定

特定相談支援事業所において、当該計画相談支援対象障害者等

１人につき１月に１回を限度として所定単位数を加算する。 

18 遠隔地訪問加算                  300単位 

注 計画相談支援対象障害者等の居宅等、病院等、障害者支援施

設等、刑事施設等、宿泊施設等又は福祉サービス等提供機関（

特別地域に所在し、かつ、指定特定相談支援事業所との間に一

定の距離があるものに限る。）を訪問して、３の初回加算（注

２に該当する場合に限る。）、５の入院時情報連携加算（注の

イの入院時情報連携加算(Ⅰ)を算定する場合に限る。）、６の退

院・退所加算、７の居宅介護支援事業所等連携加算（注の⑵及

び⑸に限る。）、８の医療・保育・教育機関等連携加算（注１

の⑴及び⑵に限る。）又は９の集中支援加算（注１の⑴及び⑷

に限る。）を算定する場合に、これらの加算の算定回数に所定

（新設） 
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単位数を乗じて得た単位数を加算する。ただし、３の初回加算

については、３の注２に規定する面接を実施した月の数に所定

単位数を乗じて得た単位数を加算する。 
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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

別表 別表 

計画相談支援給付費単位数表 計画相談支援給付費単位数表 

１・２ （略） １・２ （略） 

３ 初回加算                     300単位 

注１ 指定特定相談支援事業者において、新規にサービス等利用

計画（法第５条第23項に規定するサービス等利用計画をいう

。以下同じ。）を作成する計画相談支援対象障害者等に対し

て、指定サービス利用支援を行った場合その他の別にこども

家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は

、１月につき所定単位数を加算する。 

３ 初回加算                     300単位 

注１ 指定特定相談支援事業者において、新規にサービス等利用

計画（法第５条第22項に規定するサービス等利用計画をいう

。以下同じ。）を作成する計画相談支援対象障害者等に対し

て、指定サービス利用支援を行った場合その他の別にこども

家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は

、１月につき所定単位数を加算する。 

２ 初回加算を算定する指定特定相談支援事業者において、指

定計画相談支援の利用に係る契約をした日からサービス等利

用計画案（法第５条第23項に規定するサービス等利用計画案

をいう。）を計画相談支援対象障害者等に交付した日までの

期間が３月を超える場合であって、当該指定計画相談支援の

利用に係る契約をした日から３月を経過する日以後に、月に

２回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し

、又はテレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ

電話装置等」という。）を活用して、当該計画相談支援対象

障害者等及びその家族に面接した場合（月に１回以上居宅等

の訪問により面接を行う場合に限る。）は、所定単位数に

300単位に当該面接をした月の数（３を限度とする。）を乗

じて得た単位数を加算する。 

２ 初回加算を算定する指定特定相談支援事業者において、指

定計画相談支援の利用に係る契約をした日からサービス等利

用計画案（法第５条第22項に規定するサービス等利用計画案

をいう。）を計画相談支援対象障害者等に交付した日までの

期間が３月を超える場合であって、当該指定計画相談支援の

利用に係る契約をした日から３月を経過する日以後に、月に

２回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し

、又はテレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ

電話装置等」という。）を活用して、当該計画相談支援対象

障害者等及びその家族に面接した場合（月に１回以上居宅等

の訪問により面接を行う場合に限る。）は、所定単位数に

300単位に当該面接をした月の数（３を限度とする。）を乗

じて得た単位数を加算する。 

４～18 （略） ４～18 （略） 

  

-20-



（
指
定
計
画
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
一
部
改

正
） 

第
二
十
三
条 

指
定
計
画
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

-21-



（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 に

基 づ く 指 定 計 画 相 談 支 援 の 事 業 の 人 員 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 平 成

二 十 四 年 厚 生 労 働 省 令 第 二 十 八 号 ） 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、

指 定 計 画 相 談 支 援 の 提 供 に 当 た る 者 と し て こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚

生 労 働 大 臣 が 定 め る も の は 、 第 一 号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 要 件 を 満 た

す 者 と す る 。 

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 に

基 づ く 指 定 計 画 相 談 支 援 の 事 業 の 人 員 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 平 成

二 十 四 年 厚 生 労 働 省 令 第 二 十 八 号 ） 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、

指 定 計 画 相 談 支 援 の 提 供 に 当 た る 者 と し て こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚

生 労 働 大 臣 が 定 め る も の は 、 第 一 号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 要 件 を 満 た

す 者 と す る 。 

一 イ の 期 間 が 通 算 し て 三 年 以 上 で あ る 者 、 ロ 、 ハ 、 ホ 及 び ヘ の 期

間 が 通 算 し て 五 年 以 上 で あ る 者 、 ニ の 期 間 が 通 算 し て 十 年 以 上 で

あ る 者 又 は ロ か ら ヘ ま で の 期 間 が 通 算 し て 三 年 以 上 か つ ト の 期 間

が 通 算 し て 五 年 以 上 で あ る 者 （ 以 下 「 実 務 経 験 者 」 と い う 。 ） の

い ず れ か に 該 当 す る も の で あ る こ と 。 

イ 平 成 十 八 年 十 月 一 日 に お い て ㈠ 又 は ㈡ に 掲 げ る 者 で あ っ た も

の が 、 同 年 九 月 三 十 日 ま で の 間 に 、 ㈠ 又 は ㈡ に 掲 げ る 者 と し て

身 体 上 若 し く は 精 神 上 の 障 害 が あ る こ と 又 は 環 境 上 の 理 由 に よ

り 日 常 生 活 を 営 む の に 支 障 が あ る 者 の 日 常 生 活 の 自 立 に 関 す る

相 談 に 応 じ 、 助 言 、 指 導 そ の 他 の 支 援 を 行 う 業 務 （ 以 下 「 相 談

支 援 の 業 務 」 と い う 。 ） そ の 他 こ れ に 準 ず る 業 務 に 従 事 し た 期

間 

㈠ 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の

法 律 （ 平 成 十 七 年 法 律 第 百 二 十 三 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ）

附 則 第 二 十 六 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十

二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ） 第 六 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 障 害 児

相 談 支 援 事 業 （ 以 下 「 旧 障 害 児 相 談 支 援 事 業 」 と い う 。 ） 、

法 附 則 第 三 十 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 身 体 障 害 者 福 祉 法 （

昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 八 十 三 号 ） 第 四 条 の 二 第 一 項 に 規 定

す る 身 体 障 害 者 相 談 支 援 事 業 （ 以 下 「 身 体 障 害 者 相 談 支 援 事

業 」 と い う 。 ） 、 法 附 則 第 五 十 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 知

的 障 害 者 福 祉 法 （ 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 三 十 七 号 ） 第 四 条 に 規

一 イ の 期 間 が 通 算 し て 三 年 以 上 で あ る 者 、 ロ 、 ハ 、 ホ 及 び ヘ の 期

間 が 通 算 し て 五 年 以 上 で あ る 者 、 ニ の 期 間 が 通 算 し て 十 年 以 上 で

あ る 者 又 は ロ か ら ヘ ま で の 期 間 が 通 算 し て 三 年 以 上 か つ ト の 期 間

が 通 算 し て 五 年 以 上 で あ る 者 （ 以 下 「 実 務 経 験 者 」 と い う 。 ） の

い ず れ か に 該 当 す る も の で あ る こ と 。 

イ 平 成 十 八 年 十 月 一 日 に お い て ㈠ 又 は ㈡ に 掲 げ る 者 で あ っ た も

の が 、 同 年 九 月 三 十 日 ま で の 間 に 、 ㈠ 又 は ㈡ に 掲 げ る 者 と し て

身 体 上 若 し く は 精 神 上 の 障 害 が あ る こ と 又 は 環 境 上 の 理 由 に よ

り 日 常 生 活 を 営 む の に 支 障 が あ る 者 の 日 常 生 活 の 自 立 に 関 す る

相 談 に 応 じ 、 助 言 、 指 導 そ の 他 の 支 援 を 行 う 業 務 （ 以 下 「 相 談

支 援 の 業 務 」 と い う 。 ） そ の 他 こ れ に 準 ず る 業 務 に 従 事 し た 期

間 

㈠ 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の

法 律 （ 平 成 十 七 年 法 律 第 百 二 十 三 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ）

附 則 第 二 十 六 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十

二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ） 第 六 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 障 害 児

相 談 支 援 事 業 （ 以 下 「 障 害 児 相 談 支 援 事 業 」 と い う 。 ） 、 法

附 則 第 三 十 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 身 体 障 害 者 福 祉 法 （ 昭

和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 八 十 三 号 ） 第 四 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す

る 身 体 障 害 者 相 談 支 援 事 業 （ 以 下 「 身 体 障 害 者 相 談 支 援 事 業

」 と い う 。 ） 、 法 附 則 第 五 十 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 知 的

障 害 者 福 祉 法 （ 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 三 十 七 号 ） 第 四 条 に 規 定
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定 す る 知 的 障 害 者 相 談 支 援 事 業 （ 以 下 「 知 的 障 害 者 相 談 支 援

事 業 」 と い う 。 ） の 従 事 者 

㈡ （ 略 ） 

す る 知 的 障 害 者 相 談 支 援 事 業 （ 以 下 「 知 的 障 害 者 相 談 支 援 事

業 」 と い う 。 ） の 従 事 者 

㈡ （ 略 ） 

ロ ㈠ か ら ㈣ ま で に 掲 げ る 者 が 、 相 談 支 援 の 業 務 そ の 他 こ れ に 準

ず る 業 務 に 従 事 し た 期 間 
㈠ 一 般 相 談 支 援 事 業 、 特 定 相 談 支 援 事 業 、 児 童 福 祉 法 第 六 条

の 二 の 二 第 六 項 に 規 定 す る 障 害 児 相 談 支 援 事 業 、 旧 障 害 児 相

談 支 援 事 業 、 身 体 障 害 者 相 談 支 援 事 業 、 知 的 障 害 者 相 談 支 援

事 業 、 介 護 保 険 法 （ 平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 第 八 条 第 二

十 四 項 に 規 定 す る 居 宅 介 護 支 援 事 業 、 同 法 第 八 条 の 二 第 十 六

項 に 規 定 す る 介 護 予 防 支 援 事 業 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 事 業 の

従 事 者 

㈡ （ 略 ） 

㈢ 障 害 者 支 援 施 設 、 児 童 福 祉 法 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 障 害

児 入 所 施 設 （ 以 下 「 障 害 児 入 所 施 設 」 と い う 。 ） 、 老 人 福 祉

法 （ 昭 和 三 十 八 年 法 律 第 百 三 十 三 号 ） 第 五 条 の 三 に 規 定 す る

老 人 福 祉 施 設 （ 以 下 「 老 人 福 祉 施 設 」 と い う 。 ） 、 精 神 保 健

及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 第 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 精

神 保 健 福 祉 セ ン タ ー 、 生 活 保 護 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 四

十 四 号 ） 第 三 十 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 救 護 施 設 及 び 同 条 第 三

項 に 規 定 す る 更 生 施 設 、 介 護 保 険 法 第 八 条 第 二 十 八 項 に 規 定

す る 介 護 老 人 保 健 施 設 （ 以 下 「 介 護 老 人 保 健 施 設 」 と い う 。

） 及 び 同 条 第 二 十 九 項 に 規 定 す る 介 護 医 療 院 （ 以 下 「 介 護 医

療 院 」 と い う 。 ） そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 施 設 の 従 業 者 又 は こ

れ に 準 ず る 者 

㈣ （ 略 ） 
ロ ㈠ か ら ㈣ ま で に 掲 げ る 者 が 、 相 談 支 援 の 業 務 そ の 他 こ れ に 準

ず る 業 務 に 従 事 し た 期 間 

㈠ 障 害 児 相 談 支 援 事 業 、 身 体 障 害 者 相 談 支 援 事 業 、 知 的 障 害

者 相 談 支 援 事 業 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 事 業 の 従 事 者 

 

 

 

 

 

㈡ （ 略 ） 

㈢ 障 害 者 支 援 施 設 、 児 童 福 祉 法 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 障 害

児 入 所 施 設 （ 以 下 「 障 害 児 入 所 施 設 」 と い う 。 ） 、 老 人 福 祉

法 （ 昭 和 三 十 八 年 法 律 第 百 三 十 三 号 ） 第 五 条 の 三 に 規 定 す る

老 人 福 祉 施 設 （ 以 下 「 老 人 福 祉 施 設 」 と い う 。 ） 、 精 神 保 健

及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 第 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 精

神 保 健 福 祉 セ ン タ ー 、 生 活 保 護 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 四

十 四 号 ） 第 三 十 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 救 護 施 設 及 び 同 条 第 三

項 に 規 定 す る 更 生 施 設 、 介 護 保 険 法 （ 平 成 九 年 法 律 第 百 二 十

三 号 ） 第 八 条 第 二 十 八 項 に 規 定 す る 介 護 老 人 保 健 施 設 （ 以 下

「 介 護 老 人 保 健 施 設 」 と い う 。 ） 及 び 同 条 第 二 十 九 項 に 規 定

す る 介 護 医 療 院 （ 以 下 「 介 護 医 療 院 」 と い う 。 ） そ の 他 こ れ

ら に 準 ず る 施 設 の 従 業 者 又 は こ れ に 準 ず る 者 

㈣ （ 略 ） 

ハ ～ ヘ （ 略 ） ハ ～ ヘ （ 略 ） 

ト 医 師 、 歯 科 医 師 、 薬 剤 師 、 保 健 師 、 助 産 師 、 看 護 師 、 准 看 護

師 、 理 学 療 法 士 、 作 業 療 法 士 、 社 会 福 祉 士 、 介 護 福 祉 士 、 視 能

訓 練 士 、 義 肢 装 具 士 、 歯 科 衛 生 士 、 言 語 聴 覚 士 、 あ ん 摩 マ ッ サ

ー ジ 指 圧 師 、 は り 師 、 き ゅ う 師 、 柔 道 整 復 師 、 管 理 栄 養 士 、 栄

ト 医 師 、 歯 科 医 師 、 薬 剤 師 、 保 健 師 、 助 産 師 、 看 護 師 、 准 看 護

師 、 理 学 療 法 士 、 作 業 療 法 士 、 社 会 福 祉 士 、 介 護 福 祉 士 、 視 能

訓 練 士 、 義 肢 装 具 士 、 歯 科 衛 生 士 、 言 語 聴 覚 士 、 あ ん 摩 マ ッ サ

ー ジ 指 圧 師 、 は り 師 、 き ゅ う 師 、 柔 道 整 復 師 、 管 理 栄 養 士 、 栄
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養 士 、 精 神 保 健 福 祉 士 又 は 公 認 心 理 師 が 、 そ の 資 格 に 基 づ き 当

該 資 格 に 係 る 業 務 に 従 事 し た 期 間 

養 士 又 は 精 神 保 健 福 祉 士 が 、 そ の 資 格 に 基 づ き 当 該 資 格 に 係 る

業 務 に 従 事 し た 期 間 

二 次 の イ か ら ホ ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ っ て 、 イ か ら ホ

ま で に 規 定 す る 研 修 を 修 了 し た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 を 初 年 度

と す る 同 年 度 以 降 の 五 年 度 ご と の 各 年 度 の 末 日 ま で に 、 相 談 支 援

従 事 者 現 任 研 修 （ 相 談 支 援 の 業 務 に 従 事 し て い る 者 の 資 質 向 上 を

目 的 と し て 相 談 支 援 従 事 者 現 任 研 修 受 講 対 象 者 （ 相 談 支 援 従 事 者

現 任 研 修 の 受 講 を 開 始 す る 日 前 五 年 間 に お い て 児 童 福 祉 法 第 六 条

の 二 の 二 第 六 項 に 規 定 す る 障 害 児 相 談 支 援 若 し く は 法 第 五 条 第 十

八 項 に 規 定 す る 相 談 支 援 の 業 務 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 業 務 （ 以 下

「 相 談 支 援 等 の 業 務 」 と い う 。 ） に 通 算 し て 二 年 以 上 従 事 し て い

た 者 又 は 相 談 支 援 従 事 者 現 任 研 修 を 修 了 し 、 当 該 研 修 を 修 了 し た

旨 の 証 明 書 の 交 付 を 受 け た 者 で あ っ て 現 に 相 談 支 援 等 の 業 務 に 従

事 し て い る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 対 し て 行 う 研 修 で あ っ て

、 別 表 第 一 に 定 め る 内 容 以 上 の も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 主

任 相 談 支 援 専 門 員 研 修 （ 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的

に 支 援 す る た め の 法 律 に 基 づ く 指 定 計 画 相 談 支 援 に 要 す る 費 用 の

額 の 算 定 に 関 す る 基 準 に 基 づ き こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大

臣 が 定 め る 者 （ 平 成 三 十 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 百 十 五 号 ） の 別 表 に

定 め る 内 容 以 上 の 研 修 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 修 了 し 、 こ れ ら の

研 修 を 修 了 し た 旨 の 証 明 書 の 交 付 を 受 け た も の （ 以 下 「 現 任 研 修

等 修 了 者 」 と い う 。 ） で あ る こ と 。 た だ し 、 イ か ら ホ ま で に 規 定

す る 研 修 を 修 了 し た 日 か ら 五 年 を 経 過 す る 日 の 属 す る 年 度 の 末 日

ま で の 間 は 、 イ か ら ホ ま で に 掲 げ る 要 件 に 該 当 す る 者 で あ っ て 、

現 任 研 修 等 修 了 者 で な い も の を 現 任 研 修 等 修 了 者 と み な す 。 

イ ～ ホ （ 略 ） 

二 次 の イ か ら ホ ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ っ て 、 イ か ら ホ

ま で に 規 定 す る 研 修 を 修 了 し た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 を 初 年 度

と す る 同 年 度 以 降 の 五 年 度 ご と の 各 年 度 の 末 日 ま で に 、 相 談 支 援

従 事 者 現 任 研 修 （ 相 談 支 援 の 業 務 に 従 事 し て い る 者 の 資 質 向 上 を

目 的 と し て 相 談 支 援 従 事 者 現 任 研 修 受 講 対 象 者 （ 相 談 支 援 従 事 者

現 任 研 修 の 受 講 を 開 始 す る 日 前 五 年 間 に お い て 児 童 福 祉 法 第 六 条

の 二 の 二 第 七 項 に 規 定 す る 障 害 児 相 談 支 援 若 し く は 法 第 五 条 第 十

八 項 に 規 定 す る 相 談 支 援 の 業 務 （ 以 下 「 相 談 支 援 等 の 業 務 」 と い

う 。 ） に 通 算 し て 二 年 以 上 従 事 し て い た 者 又 は 相 談 支 援 従 事 者 現

任 研 修 を 修 了 し 、 当 該 研 修 を 修 了 し た 旨 の 証 明 書 の 交 付 を 受 け た

者 で あ っ て 現 に 相 談 支 援 等 の 業 務 に 従 事 し て い る も の を い う 。 以

下 同 じ 。 ） に 対 し て 行 う 研 修 で あ っ て 、 別 表 第 一 に 定 め る 内 容 以

上 の も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 主 任 相 談 支 援 専 門 員 研 修 （ 障

害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 に 基

づ く 指 定 計 画 相 談 支 援 に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準 に 基

づ き こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 （ 平 成 三 十 年

厚 生 労 働 省 告 示 第 百 十 五 号 ） の 別 表 に 定 め る 内 容 以 上 の 研 修 を い

う 。 以 下 同 じ 。 ） を 修 了 し 、 こ れ ら の 研 修 を 修 了 し た 旨 の 証 明 書

の 交 付 を 受 け た も の （ 以 下 「 現 任 研 修 等 修 了 者 」 と い う 。 ） で あ

る こ と 。 た だ し 、 イ か ら ホ ま で に 規 定 す る 研 修 を 修 了 し た 日 か ら

五 年 を 経 過 す る 日 の 属 す る 年 度 の 末 日 ま で の 間 は 、 イ か ら ホ ま で

に 掲 げ る 要 件 に 該 当 す る 者 で あ っ て 、 現 任 研 修 等 修 了 者 で な い も

の を 現 任 研 修 等 修 了 者 と み な す 。 
イ ～ ホ （ 略 ） 

三 ・ 四 （ 略 ） 三 ・ 四 （ 略 ） 
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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

一 （ 略 ） 一 （ 略 ） 
二 次 の イ か ら ホ ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ っ て 、 イ か ら ホ

ま で に 規 定 す る 研 修 を 修 了 し た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 を 初 年 度

と す る 同 年 度 以 降 の 五 年 度 ご と の 各 年 度 の 末 日 ま で に 、 相 談 支 援

従 事 者 現 任 研 修 （ 相 談 支 援 の 業 務 に 従 事 し て い る 者 の 資 質 向 上 を

目 的 と し て 相 談 支 援 従 事 者 現 任 研 修 受 講 対 象 者 （ 相 談 支 援 従 事 者

現 任 研 修 の 受 講 を 開 始 す る 日 前 五 年 間 に お い て 児 童 福 祉 法 第 六 条

の 二 の 二 第 六 項 に 規 定 す る 障 害 児 相 談 支 援 若 し く は 法 第 五 条 第 十

九 項 に 規 定 す る 相 談 支 援 の 業 務 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 業 務 （ 以 下

「 相 談 支 援 等 の 業 務 」 と い う 。 ） に 通 算 し て 二 年 以 上 従 事 し て い

た 者 又 は 相 談 支 援 従 事 者 現 任 研 修 を 修 了 し 、 当 該 研 修 を 修 了 し た

旨 の 証 明 書 の 交 付 を 受 け た 者 で あ っ て 現 に 相 談 支 援 等 の 業 務 に 従

事 し て い る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 対 し て 行 う 研 修 で あ っ て

、 別 表 第 一 に 定 め る 内 容 以 上 の も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 主

任 相 談 支 援 専 門 員 研 修 （ 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的

に 支 援 す る た め の 法 律 に 基 づ く 指 定 計 画 相 談 支 援 に 要 す る 費 用 の

額 の 算 定 に 関 す る 基 準 に 基 づ き こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大

臣 が 定 め る 者 （ 平 成 三 十 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 百 十 五 号 ） の 別 表 に

定 め る 内 容 以 上 の 研 修 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 修 了 し 、 こ れ ら の

研 修 を 修 了 し た 旨 の 証 明 書 の 交 付 を 受 け た も の （ 以 下 「 現 任 研 修

等 修 了 者 」 と い う 。 ） で あ る こ と 。 た だ し 、 イ か ら ホ ま で に 規 定

す る 研 修 を 修 了 し た 日 か ら 五 年 を 経 過 す る 日 の 属 す る 年 度 の 末 日

ま で の 間 は 、 イ か ら ホ ま で に 掲 げ る 要 件 に 該 当 す る 者 で あ っ て 、

現 任 研 修 等 修 了 者 で な い も の を 現 任 研 修 等 修 了 者 と み な す 。 

二 次 の イ か ら ホ ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ っ て 、 イ か ら ホ

ま で に 規 定 す る 研 修 を 修 了 し た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 を 初 年 度

と す る 同 年 度 以 降 の 五 年 度 ご と の 各 年 度 の 末 日 ま で に 、 相 談 支 援

従 事 者 現 任 研 修 （ 相 談 支 援 の 業 務 に 従 事 し て い る 者 の 資 質 向 上 を

目 的 と し て 相 談 支 援 従 事 者 現 任 研 修 受 講 対 象 者 （ 相 談 支 援 従 事 者

現 任 研 修 の 受 講 を 開 始 す る 日 前 五 年 間 に お い て 児 童 福 祉 法 第 六 条

の 二 の 二 第 六 項 に 規 定 す る 障 害 児 相 談 支 援 若 し く は 法 第 五 条 第 十

八 項 に 規 定 す る 相 談 支 援 の 業 務 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 業 務 （ 以 下

「 相 談 支 援 等 の 業 務 」 と い う 。 ） に 通 算 し て 二 年 以 上 従 事 し て い

た 者 又 は 相 談 支 援 従 事 者 現 任 研 修 を 修 了 し 、 当 該 研 修 を 修 了 し た

旨 の 証 明 書 の 交 付 を 受 け た 者 で あ っ て 現 に 相 談 支 援 等 の 業 務 に 従

事 し て い る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 対 し て 行 う 研 修 で あ っ て

、 別 表 第 一 に 定 め る 内 容 以 上 の も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 主

任 相 談 支 援 専 門 員 研 修 （ 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的

に 支 援 す る た め の 法 律 に 基 づ く 指 定 計 画 相 談 支 援 に 要 す る 費 用 の

額 の 算 定 に 関 す る 基 準 に 基 づ き こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大

臣 が 定 め る 者 （ 平 成 三 十 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 百 十 五 号 ） の 別 表 に

定 め る 内 容 以 上 の 研 修 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 修 了 し 、 こ れ ら の

研 修 を 修 了 し た 旨 の 証 明 書 の 交 付 を 受 け た も の （ 以 下 「 現 任 研 修

等 修 了 者 」 と い う 。 ） で あ る こ と 。 た だ し 、 イ か ら ホ ま で に 規 定

す る 研 修 を 修 了 し た 日 か ら 五 年 を 経 過 す る 日 の 属 す る 年 度 の 末 日

ま で の 間 は 、 イ か ら ホ ま で に 掲 げ る 要 件 に 該 当 す る 者 で あ っ て 、

現 任 研 修 等 修 了 者 で な い も の を 現 任 研 修 等 修 了 者 と み な す 。 

イ ～ ホ （ 略 ） イ ～ ホ （ 略 ） 

三 ・ 四 （ 略 ） 三 ・ 四 （ 略 ） 
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の
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二
十
五
条 

厚
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労
働
大
臣
が
定
め
る
送
迎
並
び
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ど
も
家
庭
庁
長
官
及
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を
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表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

一 ・ 二 （ 略 ） 一 ・ 二 （ 略 ） 
三 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ８ の ２ の ５ の 注 １ 及 び 注 ２ に お い て こ

ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 送 迎 

（ 略 ） 

三 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ８ の ２ の ４ の 注 １ 及 び 注 ２ に お い て こ

ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 送 迎 

（ 略 ） 

四 （ 略 ） 四 （ 略 ） 
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る
。
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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 
一 ～ 三 （ 略 ） 一 ～ 三 （ 略 ） 

四 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 10 の ７ の 注 １ 及 び 注 ２ 、 第 11 の 11 の

注 １ 及 び 注 ２ 、 第 11 の ２ の ９ の 注 １ 及 び 注 ２ 、 第 12 の 14 の 注 １

及 び 注 ２ 、 第 13 の 13 の 注 １ 及 び 注 ２ 及 び 第 14 の 14 の 注 １ 及 び

注 ２ に お い て 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 送 迎 

第 一 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 

四 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 10 の ７ の 注 １ 及 び 注 ２ 、 第 11 の 11 の

注 １ 及 び 注 ２ 、 第 12 の 14 の 注 １ 及 び 注 ２ 、 第 13 の 13 の 注 １ 及

び 注 ２ 及 び 第 14 の 14 の 注 １ 及 び 注 ２ に お い て 厚 生 労 働 大 臣 が 定

め る 送 迎 

第 一 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 

  

-30-



（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
計
画
相
談
支
援
に
要
す
る
額
の

算
定
に
関
す
る
基
準
に
基
づ
き
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
七
条 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
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る
。
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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 
一 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律

に 基 づ く 指 定 計 画 相 談 支 援 に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準

（ 平 成 二 十 四 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 百 二 十 五 号 。 以 下 「 算 定 告 示 」

と い う 。 ） 別 表 の １ の 注 １ の ⑴ 及 び 注 ２ の ⑴ の こ ど も 家 庭 庁 長 官

及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 

次 に 掲 げ る 基 準 を 満 た す こ と 。 た だ し 、 算 定 告 示 別 表 の １ の 注

12 に 規 定 す る 特 別 地 域 の う ち 、 従 業 者 の 確 保 が 著 し く 困 難 と 市

町 村 長 が 認 め る 地 域 に 所 在 す る 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 （ 障 害 者

の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 に 基 づ く

指 定 計 画 相 談 支 援 の 事 業 の 人 員 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 平 成 二 十

四 年 厚 生 労 働 省 令 第 二 十 八 号 。 以 下 「 指 定 基 準 」 と い う 。 ） 第 三

条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 を い う 。 以 下 同 じ 。

） に お い て は 、 イ の ⑴ の ㈨ 及 び ⑵ の ㈡ 、 ロ の ⑴ の ㈡ 及 び ⑵ の ㈢ 、

ハ の ⑴ の ㈡ 及 び ⑵ の ㈢ 並 び に ニ の ⑶ に 掲 げ る 基 準 に つ い て は 、 配

置 さ れ る 常 勤 の 相 談 支 援 専 門 員 （ 同 項 に 規 定 す る 相 談 支 援 専 門 員

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の う ち 一 名 以 上 が 相 談 支 援 従 事 者 現 任 研 修

（ 指 定 計 画 相 談 支 援 の 提 供 に 当 た る 者 と し て こ ど も 家 庭 庁 長 官 及

び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る も の （ 平 成 二 十 四 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 二

百 二 十 七 号 ） 第 二 号 に 規 定 す る 相 談 支 援 従 事 者 現 任 研 修 を い う 。

以 下 同 じ 。 ） を 修 了 し て い る こ と に 代 え て 、 当 該 指 定 特 定 相 談 支

援 事 業 所 以 外 の 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 又 は 指 定 障 害 児 相 談 支 援

事 業 所 （ 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 指 定 障 害 児 相 談 支 援 の 事 業 の 人 員 及

び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 平 成 二 十 四 年 厚 生 労 働 省 令 第 二 十 九 号 ） 第

三 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 障 害 児 相 談 支 援 事 業 所 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） に 配 置 さ れ る 相 談 支 援 専 門 員 で あ っ て 、 相 談 支 援 従 事 者 現

任 研 修 を 修 了 し て い る 者 に よ り 指 導 及 び 助 言 が 行 わ れ る 体 制 が 確

保 さ れ て い る こ と で 足 り る も の と す る 。 

一 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律

に 基 づ く 指 定 計 画 相 談 支 援 に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準

（ 平 成 二 十 四 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 百 二 十 五 号 。 以 下 「 算 定 告 示 」

と い う 。 ） 別 表 の １ の 注 １ 及 び 注 ２ の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生

労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 

（ 新 設 ） 

イ  機 能 強 化 型 サ ー ビ ス 利 用 支 援 費 (Ⅰ
)

及 び 機 能 強 化 型 継 続 サ ー イ  機 能 強 化 型 サ ー ビ ス 利 用 支 援 費 (Ⅰ
)

及 び 機 能 強 化 型 継 続 サ ー
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ビ ス 利 用 支 援 費 (Ⅰ
)

 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ か に 適 合 す る こ と 。 

⑴ 他 の 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 と 一 体 的 に 管 理 運 営 を 行 う 指

定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 に あ っ て は 、 次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ

に も 適 合 す る こ と 。 

ビ ス 利 用 支 援 費 (Ⅰ
)

 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ か に 適 合 す る こ と 。 

⑴ 他 の 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 （ 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会

生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 に 基 づ く 指 定 計 画 相 談 支

援 の 事 業 の 人 員 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 平 成 二 十 四 年 厚 生 労

働 省 令 第 二 十 八 号 。 以 下 「 指 定 基 準 」 と い う 。 ） 第 三 条 第 一

項 に 規 定 す る 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

と 一 体 的 に 管 理 運 営 を 行 う 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 に あ っ て

は 、 次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

㈠ ・ ㈡ （ 略 ） ㈠ ・ ㈡ （ 略 ） 

㈢ 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 の 新 規 に 採 用 し た 全 て の 相 談 支

援 専 門 員 及 び 相 談 支 援 員 （ 指 定 基 準 第 三 条 第 四 項 に 規 定 す

る 相 談 支 援 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 対 し 、 相 談 支 援 従 事

者 現 任 研 修 を 修 了 し た 相 談 支 援 専 門 員 の 同 行 に よ る 研 修 を

実 施 し て い る こ と 。 

㈢ 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 の 新 規 に 採 用 し た 全 て の 相 談 支

援 専 門 員 （ 指 定 基 準 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 相 談 支 援 専 門

員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 対 し 、 相 談 支 援 従 事 者 現 任 研 修

（ 指 定 計 画 相 談 支 援 の 提 供 に 当 た る 者 と し て こ ど も 家 庭 庁

長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る も の （ 平 成 二 十 四 年 厚 生 労

働 省 告 示 第 二 百 二 十 七 号 ） 第 二 号 に 規 定 す る 相 談 支 援 従 事

者 現 任 研 修 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 修 了 し た 相 談 支 援 専 門

員 の 同 行 に よ る 研 修 を 実 施 し て い る こ と 。 

㈣ 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー （ 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活

を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （ 平 成 十 七 年 法 律 第 百 二 十

三 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 七 十 七 条 の 二 第 一 項 に 規 定

す る 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 等 か ら 支

援 が 困 難 な 事 例 を 紹 介 さ れ た 場 合 に お い て も 、 当 該 支 援 が

困 難 な 事 例 に 係 る 者 に 指 定 計 画 相 談 支 援 （ 法 第 五 十 一 条 の

十 七 第 二 項 に 規 定 す る 指 定 計 画 相 談 支 援 を い う 。 以 下 同 じ

。 ） を 行 っ て い る こ と 。 
㈣ 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー （ 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活

を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （ 平 成 十 七 年 法 律 第 百 二 十

三 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 七 十 七 条 の 二 第 一 項 に 規 定

す る 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 等 か ら 支

援 が 困 難 な 事 例 を 紹 介 さ れ た 場 合 に お い て も 、 当 該 支 援 が

困 難 な 事 例 に 係 る 者 に 指 定 計 画 相 談 支 援 （ 法 第 五 十 一 条 の

十 七 第 二 項 に 規 定 す る 指 定 計 画 相 談 支 援 を い う 。 以 下 同 じ

。 ） を 提 供 し て い る こ と 。 

㈤ （ 略 ） ㈤ （ 略 ） 

㈥ 法 第 八 十 九 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 協 議 会 （ 以 下 「 協 議

会 」 と い う 。 ） に 定 期 的 に 参 画 し 、 同 項 に 規 定 す る 関 係 機

関 等 の 連 携 の 緊 密 化 を 図 る た め に 必 要 な 取 組 を 実 施 し て い

る こ と 。 

（ 新 設 ） 
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㈦ 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー が 行 う 地 域 の 相 談 支 援 体 制 の 強 化

の 取 組 に 参 画 し て い る こ と 。 た だ し 、 令 和 九 年 三 月 三 十 一

日 ま で の 間 に お い て 、 市 町 村 が 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー を 設

置 し て い な い 場 合 に お い て は 、 地 域 の 相 談 支 援 の 中 核 を 担

う 機 関 と し て 市 町 村 長 が 認 め る も の が 行 う 地 域 の 相 談 支 援

体 制 の 強 化 の 取 組 に 参 画 し て い る こ と 。 

（ 新 設 ） 

㈧ 運 営 規 程 （ 指 定 基 準 第 十 九 条 に 規 定 す る 運 営 規 程 を い う

。 以 下 同 じ 。 ） に お い て 、 市 町 村 に よ り 地 域 生 活 支 援 拠 点

等 （ 法 第 七 十 七 条 第 四 項 に 規 定 す る 地 域 生 活 支 援 拠 点 等 を

い う 。 以 下 同 じ 。 ） と し て 位 置 付 け ら れ て い る こ と を 定 め

て い る こ と 又 は 同 条 第 三 項 第 一 号 に 規 定 す る 関 係 機 関 （ 以

下 「 拠 点 関 係 機 関 」 と い う 。 ） と の 連 携 体 制 を 確 保 す る と

と も に 、 協 議 会 に 定 期 的 に 参 画 し て い る こ と 。 た だ し 、 令

和 九 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 、 市 町 村 が 地 域 生 活

支 援 拠 点 等 を 整 備 し て い な い 場 合 は 、 拠 点 関 係 機 関 と の 連

携 体 制 を 確 保 す る こ と に 代 え て 、 緊 急 の 事 態 等 へ の 対 処 及

び 地 域 に お け る 生 活 に 移 行 す る た め の 活 動 に 関 す る 取 組 に

協 力 す る こ と で 足 り る も の と す る 。 

㈥ 運 営 規 程 （ 指 定 基 準 第 十 九 条 に 規 定 す る 運 営 規 程 を い う

。 第 八 号 に お い て 同 じ 。 ） に お い て 、 市 町 村 に よ り 地 域 生

活 支 援 拠 点 等 （ 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 及 び 障 害 児 通 所 支 援 等

の 円 滑 な 実 施 を 確 保 す る た め の 基 本 的 な 指 針 （ 平 成 二 十 九

年 厚 生 労 働 省 告 示 第 百 十 六 号 ） 第 二 の 三 に 規 定 す る 地 域 生

活 支 援 拠 点 等 を い う 。 第 八 号 に お い て 同 じ 。 ） と し て 位 置

付 け ら れ て い る こ と を 定 め て い る こ と 。 

㈨ 当 該 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 及 び こ れ と 一 体 的 に 管 理 運

営 を 行 う 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 に お い て 、 専 ら 指 定 計 画

相 談 支 援 の 提 供 に 当 た る 常 勤 の 相 談 支 援 専 門 員 を 合 計 四 名

以 上 配 置 し 、 か つ 、 そ の う ち 一 名 以 上 が 相 談 支 援 従 事 者 現

任 研 修 を 修 了 し て い る こ と 。 た だ し 、 当 該 相 談 支 援 専 門 員

は 、 指 定 自 立 生 活 援 助 、 指 定 地 域 移 行 支 援 （ 障 害 者 の 日 常

生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 に 基 づ く

指 定 地 域 相 談 支 援 の 事 業 の 人 員 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 平

成 二 十 四 年 厚 生 労 働 省 令 第 二 十 七 号 。 以 下 「 指 定 地 域 相 談

支 援 基 準 」 と い う 。 ） 第 一 条 第 十 一 号 に 規 定 す る 指 定 地 域

移 行 支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 、 指 定 地 域 定 着 支 援 （ 指 定

地 域 相 談 支 援 基 準 第 一 条 第 十 二 号 に 規 定 す る 指 定 地 域 定 着

支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 指 定 障 害 児 相 談 支 援 （ 児 童

㈦ 当 該 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 及 び こ れ と 一 体 的 に 管 理 運

営 を 行 う 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 に お い て 、 専 ら 指 定 計 画

相 談 支 援 の 提 供 に 当 た る 常 勤 の 相 談 支 援 専 門 員 を 合 計 四 名

以 上 配 置 し 、 か つ 、 そ の う ち 一 名 以 上 が 相 談 支 援 従 事 者 現

任 研 修 を 修 了 し て い る こ と 。 
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福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ） 第 二 十 四 条 の 二

十 六 第 二 項 に 規 定 す る 指 定 障 害 児 相 談 支 援 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） そ の 他 の こ れ に 類 す る 職 務 に 従 事 す る こ と が で き る

。 以 下 ㈩ 及 び ⑵ の ㈡ 、 ロ の ⑴ の ㈡ 及 び ⑵ の ㈢ 、 ハ の ⑴ の ㈡

及 び ⑵ の ㈢ 並 び に ニ の ⑶ に お い て 同 じ 。 
㈩ ・ (十

一) （ 略 ） ㈧ ・ ㈨ （ 略 ） 

⑵ ⑴ に 規 定 す る 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 以 外 の 指 定 特 定 相 談

支 援 事 業 所 に あ っ て は 、 次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す

る こ と 。 

㈠ イ の ⑴ の ㈠ か ら ㈦ ま で の 基 準 に 適 合 す る こ と 。 

㈡ ・ ㈢ （ 略 ） 

⑵ ⑴ に 規 定 す る 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 以 外 の 指 定 特 定 相 談

支 援 事 業 所 に あ っ て は 、 次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す

る こ と 。 

㈠ イ の ⑴ の ㈠ か ら ㈤ ま で の 基 準 に 適 合 す る こ と 。 

㈡ ・ ㈢ （ 略 ） 

ロ  機 能 強 化 型 サ ー ビ ス 利 用 支 援 費 (Ⅱ
)

及 び 機 能 強 化 型 継 続 サ ー

ビ ス 利 用 支 援 費 (Ⅱ
)

 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ か に 適 合 す る こ と 。 

⑴ 他 の 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 と 一 体 的 に 管 理 運 営 を 行 う 指

定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 に あ っ て は 、 次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ

に も 適 合 す る こ と 。 

㈠  イ の ⑴ の ㈠ か ら ㈧ ま で 、 ㈩ 及 び (十
一) の 基 準 に 適 合 す る こ

と 。 

㈡ （ 略 ） 

ロ  機 能 強 化 型 サ ー ビ ス 利 用 支 援 費 (Ⅱ
)

及 び 機 能 強 化 型 継 続 サ ー

ビ ス 利 用 支 援 費 (Ⅱ
)

 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ か に 適 合 す る こ と 。 

⑴ 他 の 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 と 一 体 的 に 管 理 運 営 を 行 う 指

定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 に あ っ て は 、 次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ

に も 適 合 す る こ と 。 

㈠ イ の ⑴ の ㈠ か ら ㈥ ま で 、 ㈧ 及 び ㈨ の 基 準 に 適 合 す る こ と

。 

㈡ （ 略 ） 

⑵ ⑴ に 規 定 す る 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 以 外 の 指 定 特 定 相 談

支 援 事 業 所 に あ っ て は 、 次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す

る こ と 。 

㈠ イ の ⑴ の ㈠ か ら ㈦ ま で の 基 準 に 適 合 す る こ と 。 

㈡ ・ ㈢ （ 略 ） 

⑵ ⑴ に 規 定 す る 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 以 外 の 指 定 特 定 相 談

支 援 事 業 所 に あ っ て は 、 次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す

る こ と 。 

㈠ イ の ⑴ の ㈠ か ら ㈤ ま で の 基 準 に 適 合 す る こ と 。 

㈡ ・ ㈢ （ 略 ） 

ハ  機 能 強 化 型 サ ー ビ ス 利 用 支 援 費 (Ⅲ
)

及 び 機 能 強 化 型 継 続 サ ー

ビ ス 利 用 支 援 費 (Ⅲ
)

 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ か に 適 合 す る こ と 。 

⑴ 他 の 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 と 一 体 的 に 管 理 運 営 を 行 う 指

定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 に あ っ て は 、 次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ

に も 適 合 す る こ と 。 

ハ  機 能 強 化 型 サ ー ビ ス 利 用 支 援 費 (Ⅲ
)

及 び 機 能 強 化 型 継 続 サ ー

ビ ス 利 用 支 援 費 (Ⅲ
)

 
次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ か に 適 合 す る こ と 。 

⑴ 他 の 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 と 一 体 的 に 管 理 運 営 を 行 う 指

定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 に あ っ て は 、 次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ

に も 適 合 す る こ と 。 
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㈠  イ の ⑴ の ㈠ 、 ㈢ か ら ㈧ ま で 及 び (十
一) の 基 準 に 適 合 す る こ

と 。 

㈡ （ 略 ） 

㈠ イ の ⑴ の ㈠ 、 ㈢ か ら ㈥ ま で 及 び ㈨ の 基 準 に 適 合 す る こ と

。 

㈡ （ 略 ） 

⑵ ⑴ に 規 定 す る 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 以 外 の 指 定 特 定 相 談

支 援 事 業 所 に あ っ て は 、 次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す

る こ と 。 
㈠ イ の ⑴ の ㈠ 及 び ㈢ か ら ㈦ ま で の 基 準 に 適 合 す る こ と 。 

㈡ ・ ㈢ （ 略 ） 

⑵ ⑴ に 規 定 す る 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 以 外 の 指 定 特 定 相 談

支 援 事 業 所 に あ っ て は 、 次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す

る こ と 。 

㈠ イ の ⑴ の ㈠ 及 び ㈢ か ら ㈤ ま で の 基 準 に 適 合 す る こ と 。 

㈡ ・ ㈢ （ 略 ） 

ニ  機 能 強 化 型 サ ー ビ ス 利 用 支 援 費 (Ⅳ
)

及 び 機 能 強 化 型 継 続 サ ー

ビ ス 利 用 支 援 費 (Ⅳ
)

 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ イ の ⑴ の ㈠ 及 び ㈢ か ら ㈤ ま で の 基 準 に 適 合 す る こ と 。 

⑵ イ の ⑵ の ㈢ の 基 準 に 適 合 す る こ と 。 

⑶ （ 略 ） 

ニ  機 能 強 化 型 サ ー ビ ス 利 用 支 援 費 (Ⅳ
)

及 び 機 能 強 化 型 継 続 サ ー

ビ ス 利 用 支 援 費 (Ⅳ
)

 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ ハ の ⑵ の ㈠ 及 び ㈡ の 基 準 に 適 合 す る こ と 。 

（ 新 設 ） 

⑵ （ 略 ） 

二  算 定 告 示 別 表 の １ の 注 13 の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大

臣 が 定 め る 基 準 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ か に 適 合 す る こ と 。 

イ 次 の ⑴ か ら ⑶ ま で に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ 運 営 規 程 に お い て 、 市 町 村 に よ り 地 域 生 活 支 援 拠 点 等 と し

て 位 置 付 け ら れ て い る こ と を 定 め て い る こ と 。 

⑵ 指 定 障 害 児 相 談 支 援 事 業 者 （ 児 童 福 祉 法 第 二 十 四 条 の 二 十

六 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 指 定 障 害 児 相 談 支 援 事 業 者 を い う

。 ） 、 指 定 自 立 生 活 援 助 事 業 者 （ 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会

生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 に 基 づ く 指 定 障 害 福 祉 サ

ー ビ ス の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 平 成 十

八 年 厚 生 労 働 省 令 第 百 七 十 一 号 ） 第 二 百 六 条 の 十 四 に 規 定 す

る 指 定 自 立 生 活 援 助 事 業 者 を い う 。 ） 、 指 定 地 域 移 行 支 援 事

業 者 （ 指 定 地 域 相 談 支 援 基 準 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 指 定 地

域 移 行 支 援 事 業 者 を い う 。 ） 及 び 指 定 地 域 定 着 支 援 事 業 者 （

指 定 地 域 相 談 支 援 基 準 第 三 十 九 条 第 三 項 に 規 定 す る 指 定 地 域

定 着 支 援 事 業 者 を い う 。 ） の 指 定 を 併 せ て 受 け 、 か つ 、 指 定

（ 新 設 ） 
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計 画 相 談 支 援 の 事 業 と 指 定 障 害 児 相 談 支 援 、 指 定 自 立 生 活 援

助 、 指 定 地 域 移 行 支 援 及 び 指 定 地 域 定 着 支 援 の 事 業 を 同 一 の

事 業 所 に お い て 一 体 的 に 運 営 し て い る こ と 。 

⑶ 市 町 村 及 び 拠 点 関 係 機 関 の 相 互 の 有 機 的 な 連 携 及 び 調 整 等

の 業 務 に 従 事 す る 者 （ 以 下 「 拠 点 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 」 と い う

。 ） が 常 勤 で 一 人 以 上 配 置 さ れ て い る 事 業 所 と し て 市 町 村 長

が 認 め る も の で あ る こ と 。 

ロ 次 の ⑴ か ら ⑶ ま で の い ず れ に も 該 当 す る も の で あ る こ と 。 

⑴ イ の ⑴ の 基 準 に 適 合 す る こ と 。 

⑵ 指 定 計 画 相 談 支 援 の 事 業 及 び 指 定 障 害 児 相 談 支 援 の 事 業 を

同 一 の 事 業 所 に お い て 一 体 的 に 運 営 し 、 か つ 、 他 の 指 定 自 立

生 活 援 助 事 業 者 、 指 定 地 域 移 行 支 援 事 業 者 及 び 指 定 地 域 定 着

支 援 事 業 者 の 事 業 所 と 相 互 に 連 携 し て 運 営 し て い る こ と 。 

⑶ 当 該 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 が 位 置 付 け ら れ て い る 地 域 生

活 支 援 拠 点 等 と 連 携 す る 拠 点 関 係 機 関 に お い て 拠 点 コ ー デ ィ

ネ ー タ ー が 常 勤 で 一 人 以 上 配 置 さ れ 、 か つ 、 当 該 拠 点 コ ー デ

ィ ネ ー タ ー と 相 互 に 連 携 し て い る 事 業 所 と し て 市 町 村 長 が 認

め る も の で あ る こ と 。 

三 （ 略 ） 二 （ 略 ） 

四 算 定 告 示 別 表 の ４ の 注 １ の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る 基 準 

イ 主 任 相 談 支 援 専 門 員 配 置 加 算 (Ⅰ
)

 

基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー の 運 営 の 委 託 を 受 け て い る 指 定 特 定 相

談 支 援 事 業 所 、 児 童 福 祉 法 第 四 十 三 条 に 規 定 す る 児 童 発 達 支 援

セ ン タ ー と 一 体 的 に 運 営 さ れ る 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 又 は 地

域 の 相 談 支 援 の 中 核 を 担 う 機 関 と し て 市 町 村 長 が 認 め る 指 定 特

定 相 談 支 援 事 業 所 で あ っ て 、 主 任 相 談 支 援 専 門 員 （ 算 定 告 示 別

表 の ４ の 注 １ に 規 定 す る 主 任 相 談 支 援 専 門 員 を い う 。 以 下 同 じ

。 ） を 配 置 し 、 当 該 主 任 相 談 支 援 専 門 員 が 、 当 該 指 定 特 定 相 談

支 援 事 業 所 の 従 業 者 及 び 当 該 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 以 外 の 指

定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 又 は 指 定 障 害 児 相 談 支 援 事 業 所 の 従 業 者

（ 新 設 ） 
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に 対 し 、 そ の 資 質 の 向 上 の た め の 指 導 及 び 助 言 を 実 施 し て い る

こ と 。 

ロ 主 任 相 談 支 援 専 門 員 配 置 加 算 (Ⅱ
)

 

主 任 相 談 支 援 専 門 員 を 配 置 し 、 当 該 主 任 相 談 支 援 専 門 員 が 、

当 該 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 等 の 従 業 者 に 対 し 、 そ の 資 質 の 向

上 の た め の 研 修 を 実 施 し て い る こ と 。 

五 算 定 告 示 別 表 の ５ の 注 の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が

定 め る 基 準 

イ （ 略 ） 

ロ  入 院 時 情 報 連 携 加 算 (Ⅱ
)

 イ 以 外 の 方 法 に よ り 、 当 該 病 院 等

の 職 員 に 対 し て 当 該 利 用 者 に 係 る 必 要 な 情 報 を 提 供 し て い る こ

と 。 

三 算 定 告 示 別 表 の ５ の 注 の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が

定 め る 基 準 

イ （ 略 ） 

ロ  入 院 時 情 報 連 携 加 算 (Ｉ
Ｉ)  イ 以 外 の 方 法 に よ り 、 当 該 病 院 等

の 職 員 に 対 し て 当 該 利 用 者 に 係 る 必 要 な 情 報 を 提 供 し て い る こ

と 。 

六  算 定 告 示 別 表 の 12 の 注 の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る 基 準 

イ 行 動 障 害 支 援 体 制 加 算 (Ⅰ
)

 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 の 相 談 支 援 専 門 員 の う ち 強 度 行 動

障 害 支 援 者 養 成 研 修 （ 実 践 研 修 ） （ 指 定 居 宅 介 護 の 提 供 に 当

た る 者 と し て こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る も

の 等 （ 平 成 十 八 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 五 百 三 十 八 号 ） 別 表 第 八

に 定 め る 内 容 以 上 の 研 修 を い う 。 ） の 課 程 を 修 了 し 、 当 該 研

修 の 事 業 を 行 っ た 者 か ら 当 該 研 修 の 課 程 を 修 了 し た 旨 の 証 明

書 の 交 付 を 受 け た 者 （ 以 下 「 実 践 研 修 修 了 者 」 と い う 。 ） を

一 名 以 上 配 置 し て い る こ と 。 

⑵ 実 践 研 修 修 了 者 を 配 置 し て い る 旨 を 公 表 し て い る こ と 。 

⑶ 実 践 研 修 修 了 者 が 、 区 分 三 （ 障 害 支 援 区 分 に 係 る 市 町 村 審

査 会 に よ る 審 査 及 び 判 定 の 基 準 等 に 関 す る 命 令 （ 平 成 二 十 六

年 厚 生 労 働 省 令 第 四 号 ） 第 一 条 第 四 号 に 掲 げ る 区 分 三 を い う

。 ） 以 上 に 該 当 し 、 か つ 、 こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大

臣 が 定 め る 基 準 並 び に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 （ 平 成 十 八

年 厚 生 労 働 省 告 示 第 五 百 四 十 三 号 ） 第 四 号 に 該 当 す る 者 （ 以

四  算 定 告 示 別 表 の 12 の 注 の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る 基 準 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

イ 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 の 相 談 支 援 専 門 員 の う ち 強 度 行 動 障

害 支 援 者 養 成 研 修 （ 実 践 研 修 ） （ 指 定 居 宅 介 護 の 提 供 に 当 た る

者 と し て こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る も の 等 （

平 成 十 八 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 五 百 三 十 八 号 ） 別 表 第 八 に 定 め る

内 容 以 上 の 研 修 を い う 。 ） の 課 程 を 修 了 し 、 当 該 研 修 の 事 業 を

行 っ た 者 か ら 当 該 研 修 の 課 程 を 修 了 し た 旨 の 証 明 書 の 交 付 を 受

け た 者 を 一 名 以 上 配 置 し て い る こ と 。 

ロ イ に 規 定 す る 者 を 配 置 し て い る 旨 を 公 表 し て い る こ と 。 
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下 「 強 度 行 動 障 害 者 」 と い う 。 ） に 対 し て 現 に 指 定 計 画 相 談

支 援 を 行 っ て い る こ と 。 た だ し 、 当 該 実 践 研 修 修 了 者 が 、 当

該 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 と 同 一 敷 地 内 に 所 在 す る 指 定 障 害

児 相 談 支 援 事 業 所 の 職 務 に も 従 事 す る 場 合 で あ っ て 、 現 に 強

度 行 動 障 害 児 （ 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 指 定 障 害 児 相 談 支 援 に 要

す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準 に 基 づ き こ ど も 家 庭 庁 長 官

が 定 め る 基 準 （ 平 成 二 十 七 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 百 八 十 一 号 ）

第 六 号 の イ の ⑶ に 規 定 す る 強 度 行 動 障 害 児 を い う 。 ） の 保 護

者 に 対 し て 指 定 障 害 児 相 談 支 援 を 行 っ て い る と き は 、 こ の 限

り で な い 。 

ロ 行 動 障 害 支 援 体 制 加 算 (Ⅱ
)

 

イ の ⑴ 及 び ⑵ の 基 準 に 適 合 す る こ と 。 

 

七  算 定 告 示 別 表 の 13 の 注 の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る 基 準 

イ 要 医 療 児 者 支 援 体 制 加 算 (Ⅰ
)

 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 の 相 談 支 援 専 門 員 の う ち 法 第 七 十

八 条 第 三 項 に 規 定 す る 地 域 生 活 支 援 事 業 （ 以 下 「 地 域 生 活 支

援 事 業 」 と い う 。 ） と し て 行 わ れ る 研 修 （ 人 工 呼 吸 器 を 装 着

し て い る 障 害 児 そ の 他 の 日 常 生 活 を 営 む た め に 医 療 を 要 す る

状 態 に あ る 障 害 児 等 の 障 害 特 性 及 び こ れ に 応 じ た 支 援 技 法 等

に 関 す る 研 修 に 限 る 。 ） 又 は こ れ に 準 ず る も の と し て 都 道 府

県 知 事 が 認 め る 研 修 の 課 程 を 修 了 し 、 当 該 研 修 の 事 業 を 行 っ

た 者 か ら 当 該 研 修 の 課 程 を 修 了 し た 旨 の 証 明 書 の 交 付 を 受 け

た 者 （ 以 下 「 医 療 的 ケ ア 児 等 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 養 成 研 修 修 了

者 」 と い う 。 ） を 一 名 以 上 配 置 し て い る こ と 。 

⑵ 医 療 的 ケ ア 児 等 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 養 成 研 修 修 了 者 を 配 置 し

て い る 旨 を 公 表 し て い る こ と 。 

⑶ 医 療 的 ケ ア 児 等 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 養 成 研 修 修 了 者 が 、 児 童

福 祉 法 に 基 づ く 指 定 通 所 支 援 及 び 基 準 該 当 通 所 支 援 に 要 す る

費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準 （ 平 成 二 十 四 年 厚 生 労 働 省 告 示

五  算 定 告 示 別 表 の 13 の 注 の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る 基 準 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

イ 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 の 相 談 支 援 専 門 員 の う ち 法 第 七 十 八

条 第 二 項 に 規 定 す る 地 域 生 活 支 援 事 業 （ 以 下 「 地 域 生 活 支 援 事

業 」 と い う 。 ） と し て 行 わ れ る 研 修 （ 人 工 呼 吸 器 を 装 着 し て い

る 障 害 児 そ の 他 の 日 常 生 活 を 営 む た め に 医 療 を 要 す る 状 態 に あ

る 障 害 児 等 の 障 害 特 性 及 び こ れ に 応 じ た 支 援 技 法 等 に 関 す る 研

修 に 限 る 。 ） 又 は こ れ に 準 ず る も の と し て 都 道 府 県 知 事 が 認 め

る 研 修 の 課 程 を 修 了 し 、 当 該 研 修 の 事 業 を 行 っ た 者 か ら 当 該 研

修 の 課 程 を 修 了 し た 旨 の 証 明 書 の 交 付 を 受 け た 者 を 一 名 以 上 配

置 し て い る こ と 。 

ロ イ に 規 定 す る 者 を 配 置 し て い る 旨 を 公 表 し て い る こ と 。 
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第 百 二 十 二 号 ） 別 表 障 害 児 通 所 給 付 費 等 単 位 数 表 第 １ の １ の

表 の 項 目 の 欄 に 掲 げ る い ず れ か の 医 療 行 為 を 必 要 と す る 状 態

で あ る 者 （ 以 下 「 医 療 的 ケ ア 児 者 」 と い う 。 ） に 対 し て 現 に

指 定 計 画 相 談 支 援 を 行 っ て い る こ と 。 た だ し 、 当 該 医 療 的 ケ

ア 児 等 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 養 成 研 修 修 了 者 が 、 当 該 指 定 特 定 相

談 支 援 事 業 所 と 同 一 敷 地 内 に 所 在 す る 指 定 障 害 児 相 談 支 援 事

業 所 の 職 務 に も 従 事 す る 場 合 で あ っ て 、 現 に 医 療 的 ケ ア 児 者

の 保 護 者 に 対 し て 指 定 障 害 児 相 談 支 援 を 行 っ て い る と き は 、

こ の 限 り で な い 。 

ロ 要 医 療 児 者 支 援 体 制 加 算 (Ⅱ
)

 

イ の ⑴ 及 び ⑵ の 基 準 に 適 合 す る こ と 。 

 

八  算 定 告 示 別 表 の 14 の 注 の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る 基 準 

イ 精 神 障 害 者 支 援 体 制 加 算 (Ⅰ
)

 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 の 相 談 支 援 専 門 員 の う ち 地 域 生 活

支 援 事 業 と し て 行 わ れ る 研 修 （ 精 神 障 害 者 （ 法 第 四 条 第 一 項

に 規 定 す る 精 神 障 害 者 を い う 。 ） の 障 害 特 性 及 び こ れ に 応 じ

た 支 援 技 法 等 に 関 す る 研 修 に 限 る 。 ） 又 は こ れ に 準 ず る も の

と し て 都 道 府 県 知 事 が 認 め る 研 修 の 課 程 を 修 了 し 、 当 該 研 修

の 事 業 を 行 っ た 者 か ら 当 該 研 修 の 課 程 を 修 了 し た 旨 の 証 明 書

の 交 付 を 受 け た 者 （ 以 下 「 精 神 障 害 者 研 修 修 了 者 」 と い う 。

） を 一 名 以 上 配 置 し て い る こ と 。 

⑵ 精 神 障 害 者 研 修 修 了 者 を 配 置 し て い る 旨 を 公 表 し て い る こ

と 。 

⑶ 精 神 疾 患 を 有 す る 患 者 で あ っ て 重 点 的 な 支 援 を 要 す る も の

に 対 し て 支 援 を 行 う 病 院 等 又 は 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生

活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 規 則 （ 平 成 十 八 年 厚 生

労 働 省 令 第 十 九 号 ） 第 五 十 七 条 第 三 項 に 規 定 す る 訪 問 看 護 ス

テ ー シ ョ ン 等 で あ っ て 、 計 画 相 談 支 援 対 象 障 害 者 等 が 通 院 又

は 利 用 す る も の の 保 健 師 、 看 護 師 又 は 精 神 保 健 福 祉 士 と 連 携

六  算 定 告 示 別 表 の 14 の 注 の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る 基 準 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

イ 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 の 相 談 支 援 専 門 員 の う ち 地 域 生 活 支

援 事 業 と し て 行 わ れ る 研 修 （ 精 神 障 害 者 の 障 害 特 性 及 び こ れ に

応 じ た 支 援 技 法 等 に 関 す る 研 修 に 限 る 。 ） 又 は こ れ に 準 ず る も

の と し て 都 道 府 県 知 事 が 認 め る 研 修 の 課 程 を 修 了 し 、 当 該 研 修

の 事 業 を 行 っ た 者 か ら 当 該 研 修 の 課 程 を 修 了 し た 旨 の 証 明 書 の

交 付 を 受 け た 者 を 一 名 以 上 配 置 し て い る こ と 。 

ロ イ に 規 定 す る 者 を 配 置 し て い る 旨 を 公 表 し て い る こ と 。 
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す る 体 制 が 構 築 さ れ て い る こ と 。 

⑷ 精 神 障 害 者 研 修 修 了 者 が 、 精 神 障 害 者 に 対 し て 現 に 指 定 計

画 相 談 支 援 を 行 っ て い る こ と 。 た だ し 、 当 該 精 神 障 害 者 研 修

修 了 者 が 、 当 該 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 と 同 一 敷 地 内 に 所 在

す る 指 定 障 害 児 相 談 支 援 事 業 所 の 職 務 に も 従 事 す る 場 合 で あ

っ て 、 現 に 児 童 福 祉 法 第 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 精 神 に 障 害 の

あ る 児 童 の 保 護 者 に 対 し て 指 定 障 害 児 相 談 支 援 を 行 っ て い る

と き は 、 こ の 限 り で な い 。 

ロ 精 神 障 害 者 支 援 体 制 加 算 (Ⅱ
)

 

イ の ⑴ 及 び ⑵ の 基 準 に 適 合 す る こ と 。 

 

九  算 定 告 示 別 表 の 14 の ２ の 注 の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働

大 臣 が 定 め る 基 準 

イ 高 次 脳 機 能 障 害 支 援 体 制 加 算 (Ⅰ
)

 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 の 相 談 支 援 専 門 員 の う ち 地 域 生 活

支 援 事 業 と し て 行 わ れ る 研 修 （ 高 次 脳 機 能 障 害 支 援 者 養 成 に

関 す る 研 修 に 限 る 。 ） 又 は こ れ に 準 ず る も の と し て 都 道 府 県

知 事 が 認 め る 研 修 の 課 程 を 修 了 し 、 当 該 研 修 の 事 業 を 行 っ た

者 か ら 当 該 研 修 の 課 程 を 修 了 し た 旨 の 証 明 書 の 交 付 を 受 け た

者 （ 以 下 「 高 次 脳 機 能 障 害 支 援 者 養 成 研 修 修 了 者 」 と い う 。

） を 一 名 以 上 配 置 し て い る こ と 。 

⑵ 高 次 脳 機 能 障 害 支 援 者 養 成 研 修 修 了 者 を 配 置 し て い る 旨 を

公 表 し て い る こ と 。 

⑶ 高 次 脳 機 能 障 害 支 援 者 養 成 研 修 修 了 者 が 、 脳 の 器 質 的 病 変

の 原 因 と な る 事 故 に よ る 受 傷 や 疾 病 の 発 症 の 事 実 が 確 認 さ れ

、 か つ 、 日 常 生 活 又 は 社 会 生 活 に 制 約 が あ り 、 そ の 主 た る 原

因 が 記 憶 障 害 、 注 意 障 害 、 遂 行 機 能 障 害 、 社 会 的 行 動 障 害 等

の 認 知 障 害 で あ る 障 害 者 等 （ 以 下 「 高 次 脳 機 能 障 害 者 」 と い

う 。 ） に 対 し て 現 に 指 定 計 画 相 談 支 援 を 行 っ て い る こ と 。 た

だ し 、 当 該 高 次 脳 機 能 障 害 支 援 者 養 成 研 修 修 了 者 が 、 当 該 指

定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 と 同 一 敷 地 内 に 所 在 す る 指 定 障 害 児 相

（ 新 設 ） 
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談 支 援 事 業 所 の 職 務 に も 従 事 す る 場 合 で あ っ て 、 現 に 高 次 脳

機 能 障 害 者 で あ っ て 満 十 八 歳 に 満 た な い も の の 保 護 者 に 対 し

て 指 定 障 害 児 相 談 支 援 を 行 っ て い る と き は 、 こ の 限 り で な い

。 
ロ 高 次 脳 機 能 障 害 支 援 体 制 加 算 (Ⅱ

)

 
イ の ⑴ 及 び ⑵ の 基 準 に 適 合 す る こ と 。 

十  算 定 告 示 別 表 の 15 の 注 の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る 基 準 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

イ 障 害 者 ピ ア サ ポ ー ト 研 修 修 了 者 （ 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会

生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 に 基 づ く 指 定 障 害 福 祉 サ ー

ビ ス 等 及 び 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定

に 関 す る 基 準 （ 平 成 十 八 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 五 百 二 十 三 号 ） 別

表 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 10 の １ の ３ の 注 の ⑴ に 規 定 す る 障

害 者 ピ ア サ ポ ー ト 研 修 修 了 者 を い う 。 ） で あ っ て 、 次 の ⑴ 及 び

⑵ に 掲 げ る も の を 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 の 従 業 者 と し て そ れ

ぞ れ 常 勤 換 算 方 法 で 〇 ・ 五 以 上 配 置 し て い る こ と 。 

⑴ 法 第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 障 害 者 （ 以 下 こ の ⑴ 及 び ロ に お

い て 単 に 「 障 害 者 」 と い う 。 ） 又 は 障 害 者 で あ っ た と 市 町 村

長 が 認 め る 者 

⑵ 管 理 者 、 相 談 支 援 専 門 員 、 相 談 支 援 員 そ の 他 指 定 計 画 相 談

支 援 に 従 事 す る 者 

七  算 定 告 示 別 表 の 15 の 注 の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る 基 準 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

イ 地 域 生 活 支 援 事 業 と し て 行 わ れ る 研 修 （ 障 害 者 ピ ア サ ポ ー ト

研 修 に お け る 基 礎 研 修 及 び 専 門 研 修 に 限 る 。 ） の 課 程 を 修 了 し

、 当 該 研 修 の 事 業 を 行 っ た 者 か ら 当 該 研 修 の 課 程 を 修 了 し た 旨

の 証 明 書 の 交 付 を 受 け た 者 で あ っ て 、 次 の ㈠ 及 び ㈡ に 掲 げ る も

の を 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 の 従 業 者 と し て そ れ ぞ れ 常 勤 換 算

方 法 で 〇 ・ 五 以 上 配 置 し て い る こ と 。 

 

 

㈠ 法 第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 障 害 者 （ 以 下 こ の ㈠ 及 び ロ に お

い て 単 に 「 障 害 者 」 と い う 。 ） 又 は 障 害 者 で あ っ た と 市 町 村

長 が 認 め る 者 

㈡ 管 理 者 、 相 談 支 援 専 門 員 そ の 他 指 定 計 画 相 談 支 援 に 従 事 す

る 者 

ロ ・ ハ （ 略 ） ロ ・ ハ （ 略 ） 

十 一  算 定 告 示 別 表 の 1
6
の 注 の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大

臣 が 定 め る 基 準 

（ 略 ） 

八  算 定 告 示 別 表 の 1
6
の 注 及 び 1
7
の 注 の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚

生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 

（ 略 ） 

十 二  算 定 告 示 別 表 の 1
7
の 注 の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大

臣 が 定 め る 基 準 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ か に 適 合 す る こ と 。 

イ 運 営 規 程 に お い て 、 市 町 村 に よ り 地 域 生 活 支 援 拠 点 等 と し て

位 置 付 け ら れ て い る こ と を 定 め て い る こ と 。 

（ 新 設 ） 
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ロ 拠 点 関 係 機 関 と の 連 携 体 制 を 確 保 す る と と も に 、 協 議 会 に 定

期 的 に 参 画 し て い る こ と 。 た だ し 、 令 和 九 年 三 月 三 十 一 日 ま で

の 間 に お い て 、 市 町 村 が 地 域 生 活 支 援 拠 点 等 を 整 備 し て い な い

場 合 は 、 拠 点 関 係 機 関 と の 連 携 体 制 を 確 保 す る こ と に 代 え て 、

緊 急 の 事 態 等 へ の 対 処 及 び 地 域 に お け る 生 活 に 移 行 す る た め の

活 動 に 関 す る 取 組 に 協 力 す る こ と で 足 り る も の と す る 。 
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。
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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

一 ・ 二 （ 略 ） 一 ・ 二 （ 略 ） 
三 算 定 告 示 別 表 の ３ の 注 １ の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る 基 準 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ か に 適 合 す る こ と 。 

イ 新 規 に サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 （ 法 第 五 条 第 二 十 三 項 に 規 定 す る

サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 を い う 。 ロ に お い て 同 じ 。 ） を 作 成 す る 計

画 相 談 支 援 対 象 障 害 者 等 （ 法 第 五 十 一 条 の 十 七 第 一 項 に 規 定 す

る 計 画 相 談 支 援 対 象 障 害 者 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 対 し て 指

定 サ ー ビ ス 利 用 支 援 （ 同 項 第 一 号 に 規 定 す る 指 定 サ ー ビ ス 利 用

支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 行 っ た 場 合 

ロ （ 略 ） 

三 算 定 告 示 別 表 の ３ の 注 １ の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る 基 準 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ か に 適 合 す る こ と 。 

イ 新 規 に サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 （ 法 第 五 条 第 二 十 二 項 に 規 定 す る

サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 を い う 。 ロ に お い て 同 じ 。 ） を 作 成 す る 計

画 相 談 支 援 対 象 障 害 者 等 （ 法 第 五 十 一 条 の 十 七 第 一 項 に 規 定 す

る 計 画 相 談 支 援 対 象 障 害 者 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 対 し て 指

定 サ ー ビ ス 利 用 支 援 （ 同 項 第 一 号 に 規 定 す る 指 定 サ ー ビ ス 利 用

支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 行 っ た 場 合 

ロ （ 略 ） 

四 ～ 十 二 （ 略 ） 四 ～ 十 二 （ 略 ） 
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る
。
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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 に

基 づ く 指 定 計 画 相 談 支 援 に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準 （ 平

成 二 十 四 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 百 二 十 五 号 ） 別 表 計 画 相 談 支 援 給 付 費

単 位 数 表 ４ に 規 定 す る こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る

者 は 、 相 談 支 援 従 事 者 現 任 研 修 （ 指 定 計 画 相 談 支 援 の 提 供 に 当 た る

者 と し て こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る も の （ 平 成 二

十 四 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 二 百 二 十 七 号 ） 第 二 号 に 規 定 す る 相 談 支 援

従 事 者 現 任 研 修 を い う 。 ） を 修 了 し た 後 、 相 談 支 援 又 は 児 童 福 祉 法

（ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ） 第 六 条 の 二 の 二 第 六 項 に 規 定 す

る 障 害 児 相 談 支 援 の 業 務 に 三 年 以 上 従 事 し た 者 で あ っ て 、 当 該 業 務

に 三 年 以 上 従 事 し た 後 に 、 別 表 に 定 め る 内 容 以 上 の 研 修 の 課 程 を 修

了 し 、 当 該 研 修 の 事 業 を 行 っ た 者 か ら 当 該 研 修 の 課 程 を 修 了 し た 旨

の 証 明 書 の 交 付 を 受 け た も の と す る 。 

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 に

基 づ く 指 定 計 画 相 談 支 援 に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準 （ 平

成 二 十 四 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 百 二 十 五 号 ） 別 表 計 画 相 談 支 援 給 付 費

単 位 数 表 ４ に 規 定 す る こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る

者 は 、 相 談 支 援 従 事 者 現 任 研 修 （ 指 定 計 画 相 談 支 援 の 提 供 に 当 た る

者 と し て こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る も の （ 平 成 二

十 四 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 二 百 二 十 七 号 ） 第 二 号 に 規 定 す る 相 談 支 援

従 事 者 現 任 研 修 を い う 。 ） を 修 了 し た 後 、 相 談 支 援 又 は 児 童 福 祉 法

（ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ） 第 六 条 の 二 の 二 第 七 項 に 規 定 す

る 障 害 児 相 談 支 援 の 業 務 に 三 年 以 上 従 事 し た 者 で あ っ て 、 別 表 に 定

め る 内 容 以 上 の 研 修 の 課 程 を 修 了 し 、 当 該 研 修 の 事 業 を 行 っ た 者 か

ら 当 該 研 修 の 課 程 を 修 了 し た 旨 の 証 明 書 の 交 付 を 受 け た も の と す る

。 
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附 

則 

 
（
適
用
期
日
） 

第
一
条 
こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

第
二
条
及
び
第
九
条
の
規
定 

令
和
六
年
六
月
一
日 

二 

第
三
条
、
第
六
条
、
第
十
条
、
第
十
一
条
、
第
十
五
条
、
第
十
七
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
四
条
、
第

二
十
六
条
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
百
四
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日 

 

（
業
務
継
続
計
画
未
策
定
減
算
に
係
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費

用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
（
以
下
「
第
一
条
改
正
後
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
」
と
い

う
。
）
の
第
１
の
１
の
注
17
、
第
２
の
１
の
注
14
、
第
３
の
１
の
注
12
、
第
４
の
１
の
注
11
、
第
５
の
１
の
注
11
、
第
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６
の
１
の
注
９
、
第
７
の
１
の
注
15
の
４
、
第
８
の
１
の
注
９
、
第
９
の
１
の
注
６
、
第
10
の
１
の
注
４
の
４
、
第
11
の

１
の
注
６
の
４
、
第
12
の
１
の
注
７
、
第
13
の
１
の
注
６
、
第
14
の
１
の
注
13
、
第
14
の
２
の
１
の
注
５
、
第
14
の
３

の
１
の
注
10
、
第
15
の
１
の
注
６
、
第
15
の
１
の
２
の
注
９
及
び
第
15
の
１
の
２
の
２
の
注
６
並
び
に
第
二
十
一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
計
画
相
談

支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
計
画
相
談
支
援
給
付
費
単
位
数
表
１
の
注
10
の
規
定
は
適
用
し
な

い
。
た
だ
し
、
第
一
条
改
正
後
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
５
の
療
養
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
第
６
の
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス

費
、
第
７
の
短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
費
、
第
９
の
施
設
入
所
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
、
第
10
の
機
能
訓
練
サ
ー
ビ
ス
費
、
第
11
の

生
活
訓
練
サ
ー
ビ
ス
費
、
第
12
の
就
労
移
行
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
、
第
13
の
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
サ
ー
ビ
ス
費
、
第
14
の
就

労
継
続
支
援
Ｂ
型
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
第
15
の
１
の
共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
、
１
の
２
の
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
共
同

生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
１
の
２
の
２
の
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
し
て
い
る
事

業
所
又
は
施
設
が
、
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
及
び
非
常
災
害
に
関
す
る
具
体
的
計
画
を
策
定
し

て
い
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
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的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の

額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
11
の
２
の
１
の
注
４
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

 

（
食
事
提
供
体
制
加
算
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

令
和
六
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
第
一
条
改
正
後
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
６
の
10
、
第
７
の
８
、
第
10
の

６
、
第
11
の
７
、
第
12
の
７
、
第
13
の
７
及
び
第
14
の
７
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
次
の
⑴

か
ら
⑶
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
」
と
あ
る
の
は
「
次
の
⑵
及
び
⑶
の
い
ず
れ
に
も
」
と
す
る
。 

 

（
居
宅
介
護
に
係
る
特
定
事
業
所
加
算
の
見
直
し
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
条 

こ
の
告
示
の
適
用
の
際
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基

準
並
び
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
以
下
「
平
成
十
八
年
第
五
百
四
十
三
号
告
示
」
と
い
う
。
）
第
一
号
イ
、
ハ
又

は
ニ
の
適
用
を
受
け
て
い
る
指
定
居
宅
介
護
事
業
所
又
は
共
生
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
係
る
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
平
成
十
八
年
第
五
百
四
十
三
号
告
示
第
一
号
イ
、
ハ
又
は
ニ
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
行
動
援
護
に
係
る
特
定
事
業
所
加
算
の
見
直
し
に
関
す
る
経
過
措
置
） 
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第
五
条 

こ
の
告
示
の
適
用
の
際
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
十
八
年
第
五
百
四
十
三
号
告
示
第
十
三
号
の
適
用

を
受
け
て
い
る
指
定
行
動
援
護
事
業
所
に
係
る
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
十
八
年
第
五
百
四
十
三
号
告
示
第
十

三
号
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
福
祉
・
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
に
係
る
経
過
措
置
） 

第
六
条 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
十
八
年
第
五
百
四
十
三
号
告
示

（
以
下
「
第
九
条
改
正
後
平
成
十
八
年
第
五
百
四
十
三
号
告
示
」
と
い
う
。
）
第
二
号
イ
の
⑴
の
㈠
（
第
九
条
改
正
後
平
成

十
八
年
第
五
百
四
十
三
号
告
示
第
六
号
、
第
十
号
、
第
十
四
号
、
第
十
六
号
の
二
、
第
十
八
号
の
二
、
第
二
十
七
号
の
二
、

第
三
十
号
、
第
三
十
三
号
、
第
三
十
五
号
の
二
、
第
三
十
七
号
の
二
、
第
三
十
九
号
の
三
及
び
第
四
十
一
号
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
第
九
条
改
正
後
平
成
十
八
年
第
五
百
四
十
三
号
告
示
第
二
号
イ
の
⑴
の
㈡

（
第
九
条
改
正
後
平
成
十
八
年
第
五
百
四
十
三
号
告
示
第
六
号
、
第
十
号
、
第
十
四
号
、
第
十
六
号
の
二
、
第
十
八
号
の

二
、
第
二
十
七
号
の
二
、
第
三
十
号
、
第
三
十
三
号
、
第
三
十
五
号
の
二
、
第
三
十
七
号
の
二
、
第
三
十
九
号
の
三
及
び
第

四
十
一
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
賃
金
改
善
後
」
と
あ
る
の

は
、
「
賃
金
改
善
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
が
月
額
八
万
円
以
上
又
は
賃
金
改
善
後
」
と
す
る
。 

-51-



２ 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
九
条
改
正
後
平
成
十
八
年
第
五
百
四
十
三
号
告
示
第
二
十
号
イ
（
第
九
条
改

正
後
平
成
十
八
年
第
五
百
四
十
三
号
告
示
第
二
十
三
号
、
第
二
十
五
号
の
二
及
び
第
三
十
八
号
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
イ
中
「
第
二
号
イ
の
⑴
か
ら
⑼
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
障
害
者

の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
令
和
六
年
こ
ど
も
家
庭
庁
・

厚
生
労
働
省
告
示
第 

 
 

号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
二
号
イ
の
⑴
の
㈡
及
び
同
号
イ

の
⑵
か
ら
⑼
ま
で
」
と
す
る
。 

３ 

令
和
六
年
五
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
（
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
障
害
者

の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
（
以
下
「
旧
介
護
給
付
費
等

単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
第
１
の
５
、
第
２
の
６
、
第
３
の
５
、
第
４
の
５
、
第
５
の
６
、
第
６
の
14
、
第
７
の
14
、
第

８
の
３
、
第
９
の
14
、
第
10
の
９
、
第
11
の
13
、
第
12
の
16
、
第
13
の
15
、
第
14
の
17
、
第
14
の
２
の
７
、
第
14

の
３
の
11
及
び
第
15
の
９
の
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
を
い
う
。
）
を
算
定
し
て
お
り
、
か
つ
、
福
祉
・
介
護
職
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員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
（
旧
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
１
の
７
、
第
２
の
８
、
第
３
の
７
、
第
４
の
７
、
第
５

の
８
、
第
６
の
16
、
第
７
の
16
、
第
８
の
５
、
第
９
の
16
、
第
10
の
11
、
第
11
の
15
、
第
12
の
18
、
第
13
の
17
、

第
14
の
19
、
第
14
の
２
の
９
、
第
14
の
３
の
13
及
び
第
15
の
11
の
福
祉
・
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
算
定
し
て
い
な
い
事
業
者
又
は
施
設
が
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
お
い
て
、
福
祉
・
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
(Ⅰ)
か
ら
(Ⅳ)
ま
で
（
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
障
害
者
の
日
常

生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
１
の
５
、
第
２
の
６
、
第
３
の

５
、
第
４
の
５
、
第
５
の
６
、
第
６
の
14
、
第
７
の
14
、
第
８
の
３
、
第
９
の
14
、
第
10
の
９
、
第
11
の
13
、
第
12

の
16
、
第
13
の
15
、
第
14
の
17
、
第
14
の
２
の
７
、
第
14
の
３
の
11
及
び
第
15
の
９
の
福
祉
・
介
護
職
員
等
処
遇
改

善
加
算
(Ⅰ)
か
ら
(Ⅳ)
ま
で
を
い
う
。
）
の
い
ず
れ
か
を
算
定
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
所
又
は
施
設
が
仮
に
福
祉
・
介
護

職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
を
算
定
し
た
場
合
に
算
定
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
額
の
三
分
の
二
以
上
を
福
祉
・
介

護
職
員
そ
の
他
の
職
員
の
基
本
給
又
は
決
ま
っ
て
支
払
わ
れ
る
手
当
に
充
て
る
福
祉
・
介
護
職
員
そ
の
他
の
職
員
の
賃
金

（
退
職
手
当
を
除
く
。
）
の
改
善
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
中
核
的
人
材
養
成
研
修
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
七
条 

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
者
並
び
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
第
十
四
号
に
規
定
す
る
中
核
的
人
材
養
成
研
修
は
、
同
号
に
規
定
す

る
研
修
で
あ
っ
て
、
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
七

号
）
第
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
が
設
置
す
る
施
設
が

行
う
研
修
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
研
修
に
限
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
機
能
強
化
型
相
談
支
援
事
業
所
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
八
条 

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
、
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
計
画
相
談
支
援
に
要
す
る
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
に
基
づ
き
こ
ど
も

家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
以
下
「
新
指
定
計
画
相
談
支
援
算
定
基
準
」
と
い
う
。
）
第
一
号
イ
、

ロ
、
ハ
又
は
ニ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
所
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に

支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
計
画
相
談
支
援
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労

働
省
令
第
二
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
所
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
三
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月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
新
指
定
計
画
相
談
支
援
算
定
基
準
第
一
号
イ
の
⑴
の
㈥
及
び
㈦
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と

み
な
し
て
、
新
指
定
計
画
相
談
支
援
算
定
基
準
第
一
号
イ
、
ロ
及
び
ハ
の
規
定
を
適
用
す
る
。
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